


 

 

令令和和７７年年度度業業務務概概要要のの発発刊刊にに寄寄せせてて 

 
  

本県児童相談所の業務につきましては、日頃から格別の御理解と御協力をいただき、厚

くお礼を申し上げます。 
令和６年度における本県の児童相談所相談受付件数は１６，８０１件と前年度に比べて

３８５件、率にして２．２％の減少となりました。 
相談種別でみてみると、最も多い相談である養護相談は１０，９５６件で、前年度より

８６件減少しています。そのうち虐待相談については７，５１６件で前年度より１件減少

しています。障がい相談については４，２７８件で前年度より２２３件の減少、育成相談

は１，０２２件で３７件の減少、非行相談は４７４件で１１件の増加となっています。 
全国の児童相談所における児童虐待の相談対応件数については、令和２年度に２０万件

を超え、令和５年度には２２５，５０９件とこれまでで最多の件数となりましたが、令和

６年度は２２３，６９１件と平成２年度の統計開始以来初めて減少に転じました。しかし、

依然として児童虐待は後を絶たず、その相談内容も深刻な事例が数多く見られています。 
このような状況の中、本県では、全てのこどもが夢や希望を持ちたくさんの笑顔で暮ら

せることを目指し、令和７年３月に「福岡県こども計画」を策定しました。その中で、「き

め細かな対応が必要なこどもへの支援」を柱の一つに掲げ、児童虐待の予防・防止や社会

的養護の充実等のため様々な施策を推進しています。 
令和７年６月には、令和４年に成立した改正児童福祉法により、一時保護の適正性や手

続きの透明性の確保を目的とする一時保護開始時の司法審査の仕組みが導入され、また、

同年１２月にはこども家庭庁による「子ども虐待対応の手引き」が全部改正されました。 
児童相談所といたしましては、児童の権利擁護や児童虐待防止等に関する施策の進展を

踏まえ、引き続き児童相談所の対応力強化を図るとともに、市町村をはじめ各関係機関・

団体の方々の御協力・御理解をいただきながら、さらに連携を深め、児童福祉の向上に尽

力して参りたいと考えております。 
この業務概要は、福岡県が設置する児童相談所が、令和６年度に行った相談援助活動を

まとめたものです。関係者の皆様の参考資料として、本県の児童福祉行政の推進に少しで

もお役立ていただければ幸いです。 
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１ 児童相談所の設置及び目的 

 

 児童相談所は、「児童福祉法」に基づき、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が 
“すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができ

るよう、子どもおよびその家庭等を援助すること”を目的に設置している相談援助機関で

す。また、児童相談所は、都道府県及び指定都市等における児童福祉を推進するための第

一線の行政機関でもあります。 

 

 

２ 児童相談所の相談援助活動 

 

 児童相談所は、子どもに関する様々な相談に適切に応じるため、「児童福祉法」や「児

童虐待の防止等に関する法律」等の諸法令の規定に基づいて相談援助活動にあたることと

なります。 

 そこで、相談援助活動を行うにあたっては、子どもの置かれている状況等を的確に把握

し、それぞれの子どもやその家庭にとって最も効果的な援助を行う必要があるため、市町

村、福祉事務所をはじめ、学校、警察、家庭裁判所、あるいは医療機関や児童福祉施設な

ど、子どもの福祉に関係するあらゆる機関や団体と密接に連携し、その支援や協力を得て

相談援助活動にあたっています。 

 

 

３ 福岡県内の児童相談所 

 

 福岡県では地理的な条件や利用者の利便性や特殊な事情等を踏まえ、児童相談所を４か

所（別に２支所）設置していましたが、児童虐待などの相談に迅速に対応するため、平成

２１年５月より２支所を児童相談所に再編し、６か所体制としています。 

 県内では他に指定都市の北九州市、福岡市が１か所ずつ設置しています。 

 福岡県内の児童相談所の設置状況は、別図のとおりです。 

 

 

 

 

※相談を受ける子どもについて 

  児童相談所が相談を受ける子どもは、０歳から１８歳未満の者をいい、一般的に

使用される「子ども」より幅が広く、乳児や幼児、中学生や１８歳未満の少年まで

含まれています。 
  また、児童相談所では、相談の対象を子どもだけに限定せずに、妊娠中の親や

１８歳を過ぎた者等からも、必要に応じて相談を受けることになっています。 
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久留米児童相談所

福岡市こども総合相談センター

〒830-0047
久留米市津福本町281

TEL 0942-32-4458
FAX 0942-32-4459

田川児童相談所
〒826-0041
田川市大字弓削田188

TEL 0947-42-0499
FAX 0947-42-0439

 福岡児童相談所
〒816-0804
春日市原町3-1-7

TEL 092-586-0023
FAX 092-586-0044

宗像児童相談所
〒811-3436
宗像市東郷1-2-3
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FAX 0940-37-3299

北九州市子ども総合センター
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北九州市戸畑区汐井町1-6
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FAX 093-881-8130

京築児童相談所
〒828-0021
豊前市大字八屋2000-1

TEL 0979-84-0407
FAX 0979-82-7560

〒810-0065
福岡市中央区地行浜2-1-28

TEL 092-833-3000
FAX 092-832-7830

4　児童相談所管轄区域図 （令和７年10月14日現在）
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５ 児童相談所の業務 

 

 (１) 相談の受付 

 子どもに関するあらゆる問題について、家庭やその他からの相談を受け付けるほか、地域住民や関係機関

からの通告、市町村、福祉事務所や家庭裁判所から児童の送致を受け、援助活動を展開します。相談は、し

つけや性格・行動及び不登校等の育成相談、窃盗や家出などの非行相談、知的障がいや言語発達障がい、肢

体不自由などの障がい相談、家庭での養育困難や、近年増加している虐待などの養護相談等多岐にわたり、

子どもに関する様々な相談を受け付けます。 

 また、相談は直接来所によるもののほか、書面や電話等でも受け付けます。 

  

 (２) 各種調査 

 子ども及びその家庭に関し、必要に応じて発達状況や生育歴、性格、行動、地域状況や生活歴などを調査

し、援助に必要な情報収集を行います。 

 

 (３) 各種診断 

 児童福祉司による社会診断、児童心理司による心理診断、精神科・小児科の医師による医学診断など専門

的な角度から総合的に調査診断を行います。 

 

 (４）一時保護 

  必要に応じて、適切かつ具体的な援助指針を定めるために、子どもの一時保護による十分な行動観察や生

活指導等を行います。また、保護者の病気等による入院や家出（失踪）などで他に子どもを養育する者がい

ない場合や、虐待により子どもを家庭から一時的に引き離す必要がある場合に、子どもを緊急に保護します。 

  

 (５) 総合診断（判定） 

  社会診断、心理診断、医学診断、行動診断等を行った後、所長及び各部門の職員の協議により総合診断（判

定）を行い、問題解決のための援助指針を作成します。 

  

 (６) 援助 

  子ども、保護者及び関係者に対して援助方針に基づいて指導し、必要な援助を行います。援助の内容とし

ては、訓戒・誓約、児童福祉司や児童委員による在宅指導、児童養護施設及びその他の施設への入所、里親

への委託、市町村への事案送致、家庭裁判所送致、家庭裁判所への家事審判の申し立てなどがあります。 

  

 (７) 広報啓発等 

  研修会・講演会や広報紙等により、児童虐待防止及び早期発見のための啓発活動を行ったり、児童虐待防

止地域連絡会議を開催し、地域における児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応等に努めています。また、

児童相談所における統計資料や情報を提供しています。 

 

 (８) 市町村支援 
  児童家庭相談の窓口となっている市町村との連携を図るとともに、市町村職員の研修実施、要保護児童対

策地域協議会への参加、講師派遣、情報提供など、市町村に対し必要な支援を行っています

 

(９) 里親に関すること 
  里親に関する普及活動をはじめ、養育中の里親からの相談に応じて必要な情報提供や助言、里親研

修の実施など、里親委託の推進を行っています。 
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６　相談種別と内容

児童虐待相談 児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する次の行為に関する相談。

（児童の安全確認の結果を踏まえた判定会議等の結果により、児童虐待相談に

　は該当しないと分類されたものは含まない。）

（１）身体的虐待

　　 生命・健康に危険のある身体的な暴行

（２）性的虐待

　　 性交、性的暴行、性的行為の強要

（３）心理的虐待

　　 暴言や差別など心理的外傷を与える行為、児童が同居する家族における配

　　 偶者、家族に対する暴力

（４）保護の怠慢・拒否（ネグレクト）

　　 保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為及び棄児

その他の相談 父又は母等保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養

育困難児、迷子、親権を喪失・停止した親の子、後見人を持たぬ子ども等児童

虐待相談以外の環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。

保健相談 低出生体重児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患等を有する

子どもに関する相談。

肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。

視聴覚障がい相談 視聴覚障がい児に関する相談。

言語発達障がい等 構音障がい、吃音、失語等音声や言語の機能障がいをもつ子ども、言語発達遅

相談 滞などに関する相談。ことばの遅れの原因が知的障がい、自閉症、しつけ上の

問題等他の相談種別に分類される場合はそれぞれのところに入れる。

重症心身障がい相談 重症心身障がい児（者）に関する相談。

知的障がい相談 知的障がい児に関する相談。

発達障がい相談 自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、限局性学習症・学習障害

（LD）、コミュニケーション障がい等の子どもに関する相談。

ぐ犯行為等相談 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、問題行動のある

子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、又は触法行為があった

と思料されても警察署から法第２５条による通告のない子どもに関する相談。

触法行為等相談

性格行動相談 子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内

気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格もしくは行動上

の問題を有する子どもに関する相談。

不登校相談 学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校（園）していない状態にある子

どもに関する相談。非行や精神疾患、養護問題が主である場合等にはそれぞれ

のところに分類する。

適性相談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。

育児・しつけ相談 家庭内における幼児の育児・しつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談。

その他の相談 上記のいずれにも該当しない相談。

養
護
相
談

育
　
成
　
相
　
談

保
健
相
談

非
　
行
　
相
　
談

触法行為があったとして警察署から法第２５条による通告のあった子ども、犯罪

少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相談。

受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている子どもに

関する相談についてもこれに該当する。

障
　
が
　
い
　
相
　
談
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相談 ・ 通告

相談 ・ 通告

相　談

１　在宅指導 ２　児童福祉施設入所措置

　　・助言指導 　　指定発達支援医療機関委託

　　・継続指導 ３　里親、小規模住居型児童養育事業委託措置

　　・他機関あっせん ４　児童自立生活援助の実施

　　・児童福祉司指導 ５　市町村への事案送致

　　・児童委員指導 　　福祉事務所送致等

　　・市町村指導 ６　家庭裁判所送致

　　・児童家庭支援センター指導等 ７　家庭裁判所への家事審判の申し立て

　　・訓戒、 誓約措置

心理診断 医学診断

援助内容の決定

援
　
　
助

答申

審議会

（児童福祉専門

分科会）

児 童 相 談 所

相談の受付
通告等児童委員

児童福祉施設

警 察 署

保 健 所

学　　校

医療機関

そ の 他

（判定会議）

県社会福祉 援助方針会議
諮問

判　　定

社会診断

７　相談の流れ

 児童 ・ 家族 福祉事務所

近隣 ・ 知人 市 町 村

行動診断

調　　査 一時保護

受理会議

送致等
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（４）保護の怠慢・拒否（ネグレクト）

　　 保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為及び棄児

その他の相談 父又は母等保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養

育困難児、迷子、親権を喪失・停止した親の子、後見人を持たぬ子ども等児童

虐待相談以外の環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。

保健相談 低出生体重児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患等を有する

子どもに関する相談。

肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。

視聴覚障がい相談 視聴覚障がい児に関する相談。

言語発達障がい等 構音障がい、吃音、失語等音声や言語の機能障がいをもつ子ども、言語発達遅

相談 滞などに関する相談。ことばの遅れの原因が知的障がい、自閉症、しつけ上の

問題等他の相談種別に分類される場合はそれぞれのところに入れる。

重症心身障がい相談 重症心身障がい児（者）に関する相談。

知的障がい相談 知的障がい児に関する相談。

発達障がい相談 自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、限局性学習症・学習障害

（LD）、コミュニケーション障がい等の子どもに関する相談。

ぐ犯行為等相談 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、問題行動のある

子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、又は触法行為があった

と思料されても警察署から法第２５条による通告のない子どもに関する相談。

触法行為等相談

性格行動相談 子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内

気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格もしくは行動上

の問題を有する子どもに関する相談。

不登校相談 学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校（園）していない状態にある子

どもに関する相談。非行や精神疾患、養護問題が主である場合等にはそれぞれ

のところに分類する。

適性相談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。

育児・しつけ相談 家庭内における幼児の育児・しつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談。

その他の相談 上記のいずれにも該当しない相談。

養
護
相
談

育
　
成
　
相
　
談

保
健
相
談

非
　
行
　
相
　
談

触法行為があったとして警察署から法第２５条による通告のあった子ども、犯罪

少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相談。

受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている子どもに

関する相談についてもこれに該当する。

障
　
が
　
い
　
相
　
談
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８　児童相談所の職員構成（令和７年４月８日現在）

福　岡 久留米 田　川 大牟田 宗　像 京　築 計

　所　　　 長 1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 4

　弁護士（児童福祉法務担当） 1 1 2

 課長 3 3 3 3 3 2 17

 参事補佐、 企画主査（警察官） 2 2 4

 副長、係長 9 8 7 4 6 3 37

 児童福祉司 36 24 27 9 22 9 127

 保健師 1 1 1 1 1 1 6

 一般事務 (庶務 ・企画) 4 2 2 2 2 2 14

 施設庁務 1 1

 運転士 1 1 1 1 1 1 6

 課　長 1 1

 児童心理司 21 16 15 7 11 6 76

 課　長 1 1 1 1 1 1 6

 副　長 1 1 1 1 1 1 6

 保育士・児童指導員 7 6 6 5 6 4 34

 看護師 1 1 1 1 1 1 6

特別児童扶養手当
認定、巡回判定 1 1 1 1 1 1 6

児童の診察及びその結果に
基づく助言及び指導の業務 1 1 1 1 1 1 6

小児科医 児童の健康管理等 1 1 1 1 1 5

保護業務支援
（夜間） 2 2 2 2 2 10

保護指導支援
（昼間；児童数勘案） 1 1 1 1 4

学習指導業務 2 2 2 2 2 10

心理業務支援 1 1 1 1 4

施設庁務支援 朝食等半日 1 1

施設庁務代替 昼・夕食（休日等） 1 1

庁舎管理支援 夜間・閉庁日 1 1 1 1 1 5

 常　勤 92 66 70 36 57 32 353

 非常勤 12 10 10 9 9 2 52

筑紫野市 久留米市 直 方 市 大牟田市 中 間 市 行 橋 市

春 日 市 朝 倉 市 飯 塚 市 柳 川 市 宗 像 市 豊 前 市

管　轄　区　域 大野城市 八 女 市 田 川 市 みやま市 古 賀 市 京 都 郡

太宰府市 筑 後 市 嘉 麻 市 福 津 市 築 上 郡

糸 島 市 大 川 市 鞍手郡小竹町 宮 若 市

那珂川市 小 郡 市 嘉 穂 郡 糟屋郡新宮町

糟 屋 郡 うきは市 田 川 郡 遠 賀 郡
（新宮町を除く） 朝 倉 郡 鞍手郡鞍手町

三 井 郡

三 潴 郡

八 女 郡

 6市6町  7市4町  4市8町 3市  5市6町  2市5町  27市29町
  1村 　1村  2村

　管　内　人　口　（人） 741,947 647,614 335,588 195,396 422,113 175,955 2,518,613

　児　童　人　口　（人） 129,124 97,342 48,398 25,757 69,243 25,767 395,631

注）管内人口・児童人口は令和７年９月１日現在（県調査統計課資料より集計）

　　職員数については、令和７年４月８日現在の職員数による。

計

　副　所　長

 相談・総務
企画担当

判定・
心理療法

担当

非常勤

精神科医

一時保護
支　　　援

保護担当
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第２部 令和６年度の相談概要 
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１１  児児童童相相談談のの全全体体状状況況 

 過去５年間の相談受付件数の推移は左下図のとおりである。相談受付件数は、令和２年度以降増加

傾向にあったが、令和６年度は前年度に比べ３８５件減の１６，８０１件となっている。（前年度比

２．２％減） 

 相談種類別にみると、児童虐待を含む養護相談が１０，９５６件（６５．２％）、次に障がい相

談が４，２７８件（２５．５％）で、この２つで全体の９割以上を占めている。以下、性格行動や不

登校、しつけなどの育成相談１，０２２件（６．１％）、非行相談４７４件（２．８％）と続いてい

る。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

また、相談に至る経路別受付では、家族・親戚からの通告が３４．０％と最も多く、次いで警察等

が２９．９％、市町村が１２．９％、県・政令指定都市が６．８％となっている。 
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 虐待相談の対応件数７，５０６件について年齢別に見ると、小学生が２，７２３件（３６．３％） 、

３歳～学齢前児童が１，６９６件（２２．６％）、０～３歳未満が１，３５１件（１８．０％）、中

学生が１，１６５件（１５．５％）と続いている。 

虐待の種類別でみると、心理的虐待が４，１５１件（５５．３％）、次いで身体的虐待が１，７７２件

（２３．６％）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

１，４７１件（１９．６％）、性的虐待１１２件  

（１．５％）である。前年度と比較すると、心理的 

虐待が６３件増加（１．５％増）、身体的虐待 

が２３件増加（１．３％増）、性的虐待２９件増加 

（３４．９％増）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

が１５６件減少（９．６％減）となっている。  

これを年齢別に見ると、全ての年齢層において 

心理的虐待の割合が最も高くなっているが、その  

他の特徴として、０歳～３歳未満、３歳～学齢前  

児童では保護の怠慢・拒否（ネグレクト）の比率  

が高く、小学生、中学生、高校生は身体的虐待及 

び性的虐待の比率が高くなっている。 

 虐待者別にみると、実母３，８２１件（５０．９％）、実父２，８８４件（３８．４％）であり、

実父母を合わせると９割を超える。また、実父以外の父（養父、継父、内縁関係等）は４９１件（６．

５％）、実母以外の母は４１件（０．５％）であった。 
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２２  養養護護相相談談 

 過去５年間の相談受付件数の推移は右図のと 

おりである。児童相談所全国共通ダイヤル１８９番 

（いち・はや・く）の運用開始や、警察からの面 

前 DV 通告の増加により、増加の一途をたどって 

いたが、令和６年度の受付件数は１０，９５６件 

で、前年度比０．８％減となっている。 

 

 

 

 

養護相談対応件数１１，０２３件を理由別割合でみた 

ものが右図である。虐待が７，５０６件（６８．１％） 

と最も多く、次いで家族環境２，２２８件（２０．２％）、 

その他１，０２７件（９．３％）、保護者の傷病 

２４４件（２．２％）などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３  児児童童虐虐待待相相談談 

（１）虐待相談の状況 

 令和６年度の虐待相談の受付件数は 

７，５１６件、対応件数は７，５０６件 

であった。前年度に比べ、受付件数は１ 

件減少（０．０１％減）、対応件数は 

４１件減少（０．５％減）となった。 

虐待相談の受付対応件数は、平成２９年 

度に３千件を超え、令和元年度には４千 

件、令和２年度には５千件、令和３年度 

には６千件、令和５年度には７千件を超 

え、増加の一途をたどっていたが、令和５年度と令和６年度は差がみられなかった。 

 相談に至る受付経路は警察等が３，５８９件（４７．８％）で最も多く、以下、市町村（役場、 

福祉事務所、保健センター等）１，５４２件（２０．５％）、近隣・知人５７９件（７．７％）、 

家族・親戚５４３件（７．２％）、学校４８２件（６．４％）と続いている。 
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 虐待相談の対応件数７，５０６件について年齢別に見ると、小学生が２，７２３件（３６．３％） 、

３歳～学齢前児童が１，６９６件（２２．６％）、０～３歳未満が１，３５１件（１８．０％）、中

学生が１，１６５件（１５．５％）と続いている。 

虐待の種類別でみると、心理的虐待が４，１５１件（５５．３％）、次いで身体的虐待が１，７７２件

（２３．６％）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

１，４７１件（１９．６％）、性的虐待１１２件  

（１．５％）である。前年度と比較すると、心理的 

虐待が６３件増加（１．５％増）、身体的虐待 

が２３件増加（１．３％増）、性的虐待２９件増加 

（３４．９％増）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

が１５６件減少（９．６％減）となっている。  

これを年齢別に見ると、全ての年齢層において 

心理的虐待の割合が最も高くなっているが、その  

他の特徴として、０歳～３歳未満、３歳～学齢前  

児童では保護の怠慢・拒否（ネグレクト）の比率  

が高く、小学生、中学生、高校生は身体的虐待及 

び性的虐待の比率が高くなっている。 

 虐待者別にみると、実母３，８２１件（５０．９％）、実父２，８８４件（３８．４％）であり、

実父母を合わせると９割を超える。また、実父以外の父（養父、継父、内縁関係等）は４９１件（６．

５％）、実母以外の母は４１件（０．５％）であった。 
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「児童福祉法第２８条による措置」の請求件数は６件、承認件数は９件であった。   

 

 

 

 

 

 

  

 

被虐待児の一時保護実人員は４３９人で前年 

度より８人減少し、延べ日数は６，５１７日 

で４５１日増加した。また、乳児院、児童養護 

施設等に一時保護委託した実人員は５０４人で 

前年度より４７人増加、延べ日数は８，２８８ 

日で２，８２８日減少している。 

被虐待児の１人当たりの一時保護平均日数  

（延べ日数÷実人員）は１４．８日、一時保護 

委託平均日数は１６．４日である。被虐待児以  

外の１人当たりの一時保護平均日数は２０．５ 

日、一時保護委託平均日数は２５．５日である。 

令和３年度まで、被虐待児の保護日数が被虐待児以 

外の保護日数よりも長期化する傾向がみられていたが、 

令和４年度、令和５年度はあまり差がみられなかった。 

令和６年度は全体的に保護日数が増加し、被虐待児以 

外の保護日数が長期化している。 

 

（２）各児童相談所の特徴 

【福 岡】 
令和６年度の相談受付件数は４，１３８件で、この 

うち養護相談は２，７４３件（６６．３％）、うち虐 

待相談は１，９５９件であった。虐待相談は相談受付 

件数のうち４７．３％、養護相談では６６．３％を占 

めていた。前年度の虐待相談件数１，９９６件に比べ 

３７件減少（１．９％減）している。 

 虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、心理的虐 

待１，１１６件（５８．１％）、身体的虐待４５９件 

（２３．４％）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

３４６件（１７．７％）、性的虐待３８件（１．９％） 

の順となっている。 
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請求 承認 却下 取下げ

法第28条第1項第1号・2号による措置 6 9 0 0

法第28条第2項による措置 5 2 0 0

親権停止審判の請求 0 0 0 0

親権喪失審判の請求 0 0 0 0

職権保護 761

立入調査 0

臨検・捜索 0

警察への援助要請 0
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 前年度と比較すると、身体的虐待、性的虐待の割合が増加し、心理的虐待、保護の怠慢・拒否（ネ

グレクト）の割合が減少している。 

 虐待相談を相談経路別でみると、警察等からの通告が９３５件（４７．７％）で最も多く、次いで

市町村からの相談が３８７件（１９．８％）、近隣・知人が１８１件（９．２％）、家族・親戚が１

７０件（８．７％）、学校等が１２８件（６．５％）となっている。 

 

【久留米】 

令和６年度の相談受付件数は３，５３７件で、このうち養護相談は２，３７４件（６７．１％）、

うち虐待相談は１，４９５件（４２．３％）であった。昨年度の虐待相談１，５６７件と比べると７２

件減少している。虐待相談受付件数を虐待種別ごとにみると、心理的虐待が７４８件（５０．０％） 
と最も多く、次いで身体的虐待４２８件（２８．６％）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト）２９３件

（１９．５％）、性的虐待２６件（１．７％）の順になっている。 
 虐待相談経路別にみると、「警察等」からは７７３件（５１．７％）と最も多く、次いで「市町

村」が２５０件（１６．７％）、「近隣・知人」が１１１件（７．４％）、「学校等」が１０４件

（６．９％）、「家族・親戚」が９８件（６．５％）、の順になっている。 
 昨年度と比較すると「警察等」が３８件増、「学校等」が４件増と昨年に引き続き関係機関からの

通告は増えている。なお、「近隣・知人」からの通告は６１件減、「家族・親戚」からの通告が３９

件減となっている。 
 
【田 川】 

令和６年度の相談受付件数は３，３８２件で、このうち養護相談は２，１１７件（６２．５％）、

うち虐待相談は１，４９９件（４４．３％）であった。前年度の虐待相談件数１，４４４件と比較す

ると、５５件増加（３．８％増）している。 

虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、心理的虐待８５４件（５７.０％）、身体的虐待３３２

件（２２．１％）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト）２９５件（１９.７％）、性的虐待１８件

（１．２％）の順となっている。前年度と比較すると、心理的虐待の割合が増加し、保護の怠慢・拒

否（ネグレクト）、性的虐待の割合が減少した。  

虐待相談を相談経路別でみると、警察等からの通告が７０７件（４７．２％）と最も多く、次いで

市町村が３１３件（２０．９％）、近隣・知人が１３４件（８．９％）、家族・親戚が１２５件

（８.３％）、学校等が１１８件（７．８％）となっている。 

 

【大牟田】 
令和６年度の相談受付件数は１，４３４件で、このうち養護相談は８２６件（５７．６％）、うち

虐待相談は５０６件（３５．３％）となっており、前年度の虐待受付件数５７０件に比べ、６４件の

減少となっている。 

虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、心理的虐待が３０５件（６０．３％）（前年度３１２

件、５４．７％）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト）が１０１件（２０％）（前年度１３２件、２

３．２％）、身体的虐待が９９件（１９．５％）（前年度１２２件、２１．４％）、性的虐待が１件

（０．2％）（前年度４件、０．７％）の順となっている。 

前年度と比べ、心理的虐待は７件減少、保護の怠慢・拒否（ネグレクト）は３１件の減少、身体的

虐待は２３件の減少、性的虐待は３件の減少となっている 

虐待相談を相談経路別にみると、多い順に警察が２３３件（４６．０％）、学校等が７７件（１

５．２％）、家族・親戚が３７件（７．３％）、市町村（福祉事務所）が３４件（６．７％）近隣・

知人が３２件（６．３％）等となっている。 
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【宗 像】 
 令和６年度相談受付件数は３，１２３件で、このうち養護相談は２，０９８件（６７．２％)でう

ち虐待相談が１,５８１件（５０．６％）で、その他の養護相談が５１７件（１６．５％）となって

いる。前年度の虐待相談１，４８９件に比べ、９２件増加（６．２％増）している。 
 虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、心理的虐待が８４２件（５３．３％）、身体的虐待が３

６２件（２２．９％）、ネグレクトが３５０件（２２．１％）、性的虐待が２７件（１．７％）とな

っている。前年度に比べ心理的虐待は２２件増加、身体的虐待は７３件の増加、ネグレクトは１２件

減少、性的虐待は９件増加となっており、身体的虐待が大きく増加していることが分かる。 
 虐待相談を経路別にみると、警察等からの相談が６２９件（３９．８％）ともっとも多く、次いで

市町村からの相談が５１５件（３２．６％）、近隣・知人が１０２件（６．５％）、家族・親戚が９

０件（５．７％）学校が７２件（４．６％）となっている。 
 

【京 築】 
令和６年度の相談受付件数は１，１８７件で、このうち養護相談は７９８件（６７．２％）、うち

虐待相談は４７６件であった。虐待相談は相談受付件数のうち４０．１％、養護相談では５９．６％

を占めていた。前年度の虐待相談件数４５１件に比べ２５件増加（５．５％増）している。 

虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、心理的虐待３０８件（６４．７％）、身体的虐待９８件

（２０．６％）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト）６１件（１２．８％）、性的虐待９件（１．９％）  

の順となっている。 

前年度と比較すると、心理的虐待、性的虐待の割合は増加し、身体的虐待の割合がほぼ横ばい、保

護の怠慢・拒否（ネグレクト）の割合は減少している。 

虐待相談を相談経路別にみると、警察からの通告が３１２件（６５．５％）で最も多く、次いで市

町村からの相談が４３件（９．０％）、児童相談所が３６件（７．６％）、学校等が２４件（５．

０％）、家族・親戚が２１件（４．４％）、近隣・知人が１９件（４．０％）等となっている。 
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４４  非非行行相相談談 

 過去５年間の相談受付件数の推移は右の図のとお 
りである。ぐ犯行為等相談は２３０件で、前年度の 
２４５件から１５件減少（６．１％減）し、触法  
行為等相談は２４４件で、前年度の２１８件から２６ 
件増加（１１．９％増）した。 
 経路別に見ると、ぐ犯行為等相談では警察等８０ 
件（３４．８％）、家族・親戚６２件（２７．０％）、  
児童福祉施設等２６件（１１．３％）、児童相談所 
１７件（７．４％）と続いている。 

触法行為等相談では警察等からの通告が２２０件（９０．２％）、以下、児童相談所７件 
（２．９％）、家族・親戚が６件（２．５％）、児童福祉施設等５件（２．０％）と続いている。 
 ぐ犯行為等相談を行為別にみると、家出が１１７件（５０．９％）で最も多く、以下、性的問題

５０件（２１．７％）、金品持出１８件（７．８％）、夜間徘徊１２件（５．２％）と続いている。 
 触法行為等相談を行為別にみると、窃盗が１３９件（５７．０％）、粗暴犯（暴行、傷害、脅迫、

恐喝等）が４１件（１６．８％）、凶悪犯（強盗、放火、強姦等）は３件（１．２％）となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５  障障ががいい相相談談 

 障がい相談の受付件数は、４，２７８件で前年度に比べて２２３件減少（５．０％減）した。 
 相談受付件数全体に占める障がい相談の割合は、令和５年度は２６．２％を占め、令和６年度では

２５．５％となっている。 
 障がい相談を障がい種類別にみると、知的障がい相談が３，９７０件（９２．８％）で最も多く、

９割以上を占めている。続いて発達障がい相談１９１件（４．５％）、重症心身障がい相談７３件 
（１．７％）、肢体不自由相談２９件（０．７％）等となっている。 
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【宗 像】 
 令和６年度相談受付件数は３，１２３件で、このうち養護相談は２，０９８件（６７．２％)でう

ち虐待相談が１,５８１件（５０．６％）で、その他の養護相談が５１７件（１６．５％）となって

いる。前年度の虐待相談１，４８９件に比べ、９２件増加（６．２％増）している。 
 虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、心理的虐待が８４２件（５３．３％）、身体的虐待が３

６２件（２２．９％）、ネグレクトが３５０件（２２．１％）、性的虐待が２７件（１．７％）とな

っている。前年度に比べ心理的虐待は２２件増加、身体的虐待は７３件の増加、ネグレクトは１２件

減少、性的虐待は９件増加となっており、身体的虐待が大きく増加していることが分かる。 
 虐待相談を経路別にみると、警察等からの相談が６２９件（３９．８％）ともっとも多く、次いで

市町村からの相談が５１５件（３２．６％）、近隣・知人が１０２件（６．５％）、家族・親戚が９

０件（５．７％）学校が７２件（４．６％）となっている。 
 

【京 築】 
令和６年度の相談受付件数は１，１８７件で、このうち養護相談は７９８件（６７．２％）、うち

虐待相談は４７６件であった。虐待相談は相談受付件数のうち４０．１％、養護相談では５９．６％

を占めていた。前年度の虐待相談件数４５１件に比べ２５件増加（５．５％増）している。 

虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、心理的虐待３０８件（６４．７％）、身体的虐待９８件

（２０．６％）、保護の怠慢・拒否（ネグレクト）６１件（１２．８％）、性的虐待９件（１．９％）  

の順となっている。 

前年度と比較すると、心理的虐待、性的虐待の割合は増加し、身体的虐待の割合がほぼ横ばい、保

護の怠慢・拒否（ネグレクト）の割合は減少している。 

虐待相談を相談経路別にみると、警察からの通告が３１２件（６５．５％）で最も多く、次いで市

町村からの相談が４３件（９．０％）、児童相談所が３６件（７．６％）、学校等が２４件（５．

０％）、家族・親戚が２１件（４．４％）、近隣・知人が１９件（４．０％）等となっている。 
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６６  育育成成相相談談 

 育成相談受付件数は１，０２２件で、前年度に比べ３７件、３．５％減少した。育成相談の内容を

みると、性格行動相談８２２件（８０．４％）、適性相談１２８件（１２．５％）、不登校相談４７

件（４．６％）、育児・しつけ相談２５件（２．４％）となっている。前年度と比較すると、性格行

動相談が４２件、４８．８％増と大きく増加した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ７７  一一時時保保護護・・一一時時保保護護委委託託 
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前年度より２．０日増えて２５．８日となっている。 
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８８  児児童童福福祉祉施施設設・・里里親親 

 児童福祉施設に対して令和７年３月３１日現在 

９７８人を入所措置しており、前年度３月３１日現 

在の９４７人から３１人増加（３．３％増）した。 

 措置施設等の種類別内訳は右図のとおりである。 

児童養護施設４２２人（４３．２％）、里親１６０ 

人（１６．４％）、障がい児入所施設１５１人 

（１５．４％）、乳児院６４人（６．５％）、児童 

心理治療施設４６人（４．７％）、児童自立支援施 

設１６人（１．６％）となっている。 

 

９９  親親子子のの絆絆再再生生事事業業 

平成２０年度から福岡児童相談所では、専任スタッフ（児童福祉司・児童心理司）による「家族再

統合支援事業」を実施し、家庭復帰や親子の関係改善を目的に、３年間のモデル事業に取り組んだ。 

 平成２３年度から、福岡・久留米・田川の３児童相談所にて「親子の絆再生事業」を開始。平成２

７年度からは、大牟田・宗像・京築の児童相談所においても、同事業を実施し、６児相全体で施設か

らの家庭復帰・親子関係や生活の改善を目標に、児童福祉司・児童心理司による支援を行っている。 

 令和６年度の支援対象ケースは、６児相全体で１３０ケースである。このうち、福岡１ケース、田

川４ケース、宗像２ケース及び京築１ケースで家庭復帰後のフォロー、自立支援等を行っているが、

評価対象としていない。支援により家庭復帰したのは２５ケース（２０．５％）、親子関係や生活の

改善が見られたのは６３ケース（５１．６％）で、全体の７割以上に良い変化が出ている。変化なし

には、支援開始からの期間が短く、支援者との関係性が十分に出来ていないケースも含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者・児童面接などの直接支援は、面接や各種申請支援などの保護者支援が９３７回（４４．９ 

％）で、全体（２，０８５回）の約５割を占めている。面接やライフストーリーワーク等の児童支援

は８１８回（３９．２％）、親子交流プログラム等の親子支援は３０４回（１４．６％）で、児童に

も積極的に働きかけをしている。親族のみの面接は２６回（１．２％）と少ないながらも家族の支援

者としての親族面接を丁寧に行っている。 
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１１００  里里親親委委託託等等推推進進事事業業  

 本県では、平成２４年度から福岡・久留米・田川の３児童相談所に専任の里親担当児童福祉司を、

大牟田・宗像・京築の３児童相談所に里親委託等推進員（非常勤）を配置し、児童相談所による里親

等支援を充実させてきた。令和３年度からは、６児童相談所すべてに２名の里親担当児童福祉司を配

置。令和６年度には、福岡児童相談所に里親係を設置し、里親等委託率の向上や里親等の資質向上の

取り組み、養育中の里親等に対する支援を通じて子どもの健全な育成を図ることを目標に「里親委託

等推進事業」を行っている。 

 里親委託等推進事業では、里親に関心のある地域住民を対象とした小規模な里親説明会等や里親に

関する様々な研修の企画・運営、児童養育への理解を深めるための里親施設実習、受託経験のない里

親に養育体験をしてもらう里親養育体験事業、里親委託等に向けたマッチング、里親委託等後の月１

回程度の定期的な訪問、養育中の里親等からの相談対応等、きめ細かな里親等支援を行っている。 

また、里親支援機関である児童家庭支援センター及び乳児院や児童養護施設において配置される里

親支援専門相談員も里親宅等への訪問や地域での啓発等の諸活動に参加している。 

 令和６年度の新規里親登録数は５９組（登録取 

消は２５組）で令和６年度末時点での登録里親数 

は４５１組となった。そのうち、１１８組の里親 

に児童を委託している（受託率２６．２％）。 

 また、令和６年度末現在で里親等に委託してい 

る児童は２０３人で、前年度より６人増加 

（３．０％増）している。 
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所内や他機関とのケースカンファレンス等の間接支援の回数は、施設職員とのカンファレンスやア

セスメントが６児相全体で９１１回（６３．５％）となっており、支援方針について施設にも常時確

認を行う等緊密に連携を図っている。地域の学校・市町や医療機関等とのカンファレンスは３３７回

（２３．５％）で在宅での見守り体制を整え、家庭復帰後も連携して支援を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の活動実績として、施設入所児童のスクリーニングで状況を確認し、事業の対象者の選定を

行っている他、施設でのケース連絡会出席やスーパーバイザーとの会議、研修参加を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 
  

間接支援 

直接支援（保護者・児童面接等） 

面面 接接 179 84 118 61 102 66 610

ププロロ ググ ララムム 31 0 0 0 10 1 42

手手続続きき支支援援 1 12 12 0 9 10 44

情情報報提提供供他他 0 2 0 0 0 0 2

電電 話話 相相 談談 0 26 8 9 182 14 239

面面 接接 249 112 99 68 104 156 788

ププロロ ググ ララムム 14 4 0 0 2 10 30

面面 接接 53 44 63 33 38 43 274

ププロロ ググ ララムム 5 20 0 0 5 0 30

親親 族族 面面 接接 7 7 0 0 7 7 6 6 3 3 3 3 26 26

303 2,085計計 539 304 307 177 455

106 166 818

親親 子子 58 64 63 33 43 43 304

児児 童童 263 116 99 68

宗像 京築 全体

保保護護者者 211 124 138 70 303 91 937

福岡 久留米 田川 大牟田

80 20 9 12 10 17 148

アセスメント 4 0 1 0 0 0 5

ケースカンファレンス 5 0 15 12 1 0 33

アセスメント 0 9 0 1 0 8 18

ケースカンファレンス 279 98 72 60 371 13 893

関係機関と ケースカンファレンス 72 72 29 29 17 17 17 17 166 166 36 36 337 337

宗宗像像 京京築築 全全体体

所内方針会議

89 20 25 24 11 17 186

福福岡岡 久久留留米米 田田川川 大大牟牟田田

地域担当と

施設職員と 279 107 72

1,434

371 21 911

計 440 156 114 102 548 74

61

福岡 久留米 田川 大牟田 宗像 京築
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消は２５組）で令和６年度末時点での登録里親数 

は４５１組となった。そのうち、１１８組の里親 

に児童を委託している（受託率２６．２％）。 

 また、令和６年度末現在で里親等に委託してい 
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令和４年度から、県内全ての児童相談所において、里親養育包括支援業務のすべてをフォスタ 

リング機関へ委託している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ※（ ）内は前年度実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は前年度実績 

 

里親説明会 

里親家庭訪問支援 

児相

福岡 10 (13) 62 (63) 187 (78)

久留米 11 (11) 42 (28) 252 (224)

田川･京築 6 (15) 13 (9) 101 (93)

大牟田 2 (3) 18 (24) 432 (479)

宗像 10 (11) 34 (21) 365 (180)

合計 39 (53) 169 (145) 1337 (1054)

実施市町村数 実施回数 延べ参加人数

福岡 148 (138) 102 (96) 196 (206)

久留米 117 (118) 95 (88) 235 (313)

田川 47 (51) 38 (43) 240 (232)

大牟田 33 (35) 24 (18) 48 (91)

宗像 69 (71) 18 (20) 46 (81)

京築 27 (22) 17 (19) 43 (35)

合計 441 (435) 294 (284) 808 (958)

児相
訪問世帯数

実数 延べ数
対象世帯数
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第１表　経路別・市郡別相談受付の状況
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大野城市 33 11 37 19 129 1 8 3 1 161 12 7 5 427 10.3 3 5 110

太宰府市 12 6 41 1 9 79 3 13 1 120 24 5 4 318 7.7 2 113

糸 島 市 14 8 60 7 12 195 2 3 4 6 187 29 5 532 12.9 4 2 158

那珂川市 7 6 48 5 3 16 108 4 24 2 92 30 7 3 355 8.6 1 153

糟 屋 郡
(新宮町除く)

42 29 14 152 2 40 421 14 44 6 441 45 21 19 1,290 31.2 1 4 9 441

管 　　外 9 6 1 8 38 1 2 13 13 1 6 98 2.4 1 2 41

小 　　計 153 1 0 86 331 5 0 169 3 127 0 0 0 1,309 4 0 49 0 137 6 20 0 1,384 230 64 60 4,138 100.0 3 18 23 1,424

久留米市 49 3 24 166 6 18 38 1 661 47 1 78 3 20 644 101 23 22 1,905 53.8 8 10 11 727

朝 倉 市 18 6 25 4 1 23 70 6 14 1 3 79 2 8 2 262 7.4 3 3 2 90

八 女 市 9 4 39 8 89 3 10 2 96 5 6 271 7.7 1 2 68

筑 後 市 9 5 33 2 8 56 4 4 4 1 78 20 3 6 233 6.6 2 86

大 川 市 1 3 31 1 3 25 1 2 3 26 1 1 98 2.8 1 34

小 郡 市 4 1 7 20 9 60 2 3 95 2 1 3 207 5.9 1 1 56

うきは市 5 3 12 2 28 1 2 30 3 2 88 2.5 2 1 26

朝 倉 郡 14 1 2 17 2 56 1 5 7 63 5 2 3 178 5.0 2 55

三 井 郡 1 2 6 30 1 1 32 3 2 78 2.2 2 1 17

三 潴 郡 3 2 3 2 2 1 13 1 3 20 4 1 1 56 1.6 19

八 女 郡 1 9 3 4 3 17 1 28 1 2 69 2.0 1 1 1 22

管　　 外 15 1 1 11 24 1 2 22 5 6 4 92 2.6 1 2 4 34

小　　 計 127 4 0 57 341 0 2 38 20 114 0 0 4 1,129 0 0 67 1 120 14 36 0 1,213 152 54 44 3,537 100.0 17 24 22 1,234

直 方 市 12 13 15 3 10 117 4 2 15 2 1 191 9 3 1 398 11.8 1 1

飯 塚 市 37 5 32 149 44 2 14 256 7 21 4 1 348 66 15 7 1,008 29.8 1 2 6

田 川 市 14 10 24 8 4 2 190 36 1 5 160 32 9 4 499 14.8 1

嘉 麻 市 15 16 60 2 1 9 95 11 31 1 3 1 109 6 1 361 10.7 1 2

鞍 手 郡
小竹町 2 1 3 1 5 1 17 1 31 0.9

嘉 穂 郡 3 3 1 2 1 8 2 4 33 4 3 64 1.9 1

田 川 郡 29 30 10 87 3 28 301 11 1 24 4 3 296 34 2 2 865 25.6 2 4 6

管　　 外 46 4 6 26 36 1 6 27 1 1 2 156 4.6

小 　　計 153 5 0 106 266 0 1 155 11 90 0 0 0 1,008 0 0 37 3 131 8 22 2 1,181 152 35 16 3,382 100.0 3 8 17 0

大牟田市 29 41 35 13 13 30 3 192 14 37 10 1 5 336 44 18 26 847 59.1 6 2 5

柳 川 市 4 29 14 1 11 12 2 86 3 50 2 133 9 2 9 367 25.6 2

みやま市 5 8 18 2 1 55 2 92 2 185 12.9

管 　　外 8 3 5 1 1 4 2 6 3 1 1 35 2.4

小 　　計 46 0 0 81 72 0 0 17 24 44 0 5 0 337 0 0 17 0 91 12 1 5 567 56 23 36 1,434 100.0 6 4 5 0

中 間 市 13 10 70 1 10 165 1 10 5 4 2 90 12 10 403 12.9 165

宗 像 市 20 17 118 2 2 1 5 122 14 3 10 1 183 38 13 6 555 17.8 1 283

古 賀 市 19 4 9 73 1 2 128 3 1 9 1 151 10 1 10 422 13.5 161

福 津 市 7 21 91 2 1 7 96 3 15 1 164 29 3 6 446 14.3 2 224

宮 若 市 13 9 20 4 3 46 5 4 95 4 1 8 212 6.8 4 85

糟屋郡
新宮町 6 7 5 15 2 74 1 3 72 24 1 210 6.7 76

遠 賀 郡 19 12 24 166 18 9 190 8 2 22 1 196 16 9 3 695 22.3 3 11 354

鞍手郡
鞍手町 3 2 10 30 3 4 23 21 5 2 103 3.3 2 58

管 　　外 11 4 17 7 19 6 9 4 77 2.5 1 4 2 33

小 　　計 111 4 0 87 415 0 2 220 26 57 0 0 0 851 0 1 44 11 67 0 6 0 991 144 39 47 3,123 100.0 1 10 19 1,439

行 橋 市 8 20 50 4 2 1 1 144 2 5 6 3 127 9 5 4 391 32.9 6

豊 前 市 3 2 4 50 1 4 34 7 7 1 35 5 1 1 155 13.1 1 6

京 都 郡 24 2 13 14 7 4 2 13 143 2 2 17 4 2 129 22 3 5 408 34.4 3

築 上 郡 21 7 9 2 1 13 55 2 3 3 68 3 4 6 197 16.6 4

管 　　外 3 1 1 1 15 13 2 36 3.0 1

小 　　計 59 4 0 45 124 1 12 8 3 31 0 0 1 391 2 2 14 2 33 11 2 0 372 41 13 16 1,187 100.0 0 1 20 0

計 649 18 0 462 1,549 6 17 607 87 463 0 5 5 5,025 6 3 228 17 579 51 87 7 5,708 775 228 219 16,801 － 30 65 106 4,097

％ 3.9 0.1 0.0 2.7 9.2 0.0 0.1 3.6 0.5 2.8 0.0 0.0 0.0 29.9 0.0 0.0 1.4 0.1 3.4 0.3 0.5 0.0 34.0 4.6 1.4 1.3 100.0 － － － － －
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第２表　経路別相談受付の推移

児

童

相

談

所

福

祉

事

務

所

児

童

委

員

そ

の

他

保

健

所

医

療

機

関

学

校

・

幼

稚

園

教

育

委

員

会

等

福   岡 240 72 267 246 1,310 8 1 41 93 10 17 903 278 24 15 3,525

2 久留米 97 49 240 335 693 1 2 30 48 4 27 1 732 202 17 22 2,500

田   川 70 14 3 298 146 1 798 3 35 126 2 5 704 111 12 24 2,352

年 大牟田 55 49 3 65 113 1 244 4 9 70 2 12 417 82 4 4 1,134

宗   像 82 105 195 83 627 1 20 53 4 10 551 81 9 4 1,825

度 京   築 46 2 92 68 342 2 8 27 3 14 310 41 11 14 980

計 590 291 6 1,157 991 0 2 4,014 19 3 143 417 25 85 1 3,617 795 77 83 12,316

福   岡 141 18 2 475 97 1,254 3 2 46 94 3 17 1,233 271 26 9 3,691

3 久留米 111 91 256 86 974 3 2 27 66 2 13 1 853 205 25 20 2,735

田   川 121 70 454 107 2 1,172 10 1 48 186 6 6 1,199 147 17 42 3,588

年 大牟田 40 46 92 44 320 1 19 77 2 4 367 44 8 9 1,073

宗   像 103 201 444 72 728 2 2 18 53 22 830 126 8 45 2,654

度 京   築 70 26 135 44 373 2 6 25 16 11 339 31 5 15 1,098

計 586 452 2 1,856 450 0 2 4,821 20 8 164 501 29 73 1 4,821 824 89 140 14,839

福   岡 110 350 259 87 1,487 4 2 41 82 4 6 1,142 299 40 44 3,957

4 久留米 91 244 1 144 107 912 7 52 89 13 28 1,005 172 24 27 2,916

田   川 134 128 533 84 1 1,119 2 23 144 3 18 1,164 153 32 60 3,598

年 大牟田 40 49 82 52 1 293 22 82 2 5 458 94 12 6 1,198

宗   像 103 449 244 82 1 879 1 35 109 4 3 699 106 16 50 2,781

度 京   築 56 64 1 132 66 1 363 2 12 14 5 6 282 29 10 10 1,053

計 534 1,284 2 1,394 478 1 3 5,053 16 2 185 520 31 66 0 4,750 853 134 197 15,503

福   岡 143 279 198 85 2 1,721 11 51 81 2 8 1,390 354 36 48 4,409

5 久留米 124 355 129 150 1 1,081 2 57 103 14 20 1,173 218 38 33 3,498

田   川 177 317 1 324 120 931 1 38 113 3 21 1,196 151 37 52 3,482

年 大牟田 33 83 92 76 2 337 15 90 9 3 647 68 12 35 1,502

宗   像 91 456 267 112 2 830 1 29 135 1 3 969 151 26 79 3,152

度 京   築 73 103 97 59 3 362 1 24 36 4 2 301 36 11 31 1,143

計 641 1,593 1 1,107 602 7 3 5,262 15 1 214 558 33 54 3 5,676 978 160 278 17,186

福   岡 153 332 5 255 130 1,309 4 49 137 6 20 1,384 230 64 60 4,138

6 久留米 127 345 97 134 4 1,129 67 121 14 36 1,213 152 54 44 3,537

田   川 153 271 262 101 1,008 37 134 8 22 2 1,181 152 35 16 3,382

年 大牟田 46 72 98 68 5 337 17 91 12 1 5 567 56 23 36 1,434

宗   像 111 419 309 83 851 1 44 78 6 991 144 39 47 3,123

度 京   築 59 128 1 65 34 1 391 2 2 14 35 11 2 372 41 13 16 1,187

計 649 1,567 6 1,086 550 5 5 5,025 6 3 228 596 51 87 7 5,708 775 228 219 16,801
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第
３
表
　
経
路
別
・
相
談
種
別
受
付
の
状
況

児 童 相 談 所

福 祉 事 務 所

保 健 セ ン タ ー

そ  の  他

福 祉 事 務 所

児 童 委 員

保 健 セ ン タ ー

そ  の  他

保 育 所

児 童 福 祉 施 設

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関

保  健  所

医 療 機 関

幼 稚 園

学  校

教 育 委 員 会 等

児
童

虐
待

相
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談
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第４表　相談種別・市郡別相談受付の状況

筑紫野市 189 85 1 2 113 10 3 12 26 4 1 1 447 10.8

春 日 市 349 109 3 131 4 4 9 47 3 7 5 671 16.2

大野城市 165 100 1 1 111 10 2 8 15 12 2 427 10.3

太宰府市 148 46 2 2 98 3 5 3 8 2 1 318 7.7

糸 島 市 246 85 3 125 11 3 14 26 1 6 12 532 12.9

那珂川市 165 83 43 8 5 48 3 355 8.6
糟 屋 郡

(新宮町除く) 650 252 1 1 4 247 18 23 15 59 7 9 4 1,290 31.2

管 　　外 47 24 9 5 4 7 1 1 98 2.4

小 　　計 1,959 784 0 5 1 0 15 877 56 53 70 236 11 44 3 24 4,138 100.0

久留米市 874 484 0 4 0 1 15 343 19 32 23 93 4 8 0 5 1,905 53.8

朝 倉 市 91 88 0 0 0 0 1 57 2 6 2 12 0 2 0 1 262 7.4

八 女 市 121 46 0 0 0 0 6 64 4 4 12 11 1 2 0 0 271 7.7

筑 後 市 98 38 0 0 0 0 2 66 4 8 3 14 0 0 0 0 233 6.6

大 川 市 38 31 0 0 0 0 0 20 0 2 0 6 0 0 0 1 98 2.8

小 郡 市 67 46 0 0 0 0 8 62 4 2 1 16 0 0 0 1 207 5.9

うきは市 36 17 0 0 0 1 0 26 0 2 4 2 0 0 0 0 88 2.5

朝 倉 郡 58 48 0 1 0 0 3 34 5 16 0 12 0 0 0 1 178 5.0

三 井 郡 39 15 0 0 0 0 1 20 2 0 0 1 0 0 0 0 78 2.2

三 潴 郡 28 5 0 0 0 0 0 20 1 1 0 1 0 0 0 0 56 1.6

八 女 郡 14 20 0 0 0 0 2 19 1 3 2 8 0 0 0 0 69 2.0

管　　 外 31 41 0 0 0 0 0 2 1 3 3 5 2 0 0 4 92 2.6

小　　 計 1,495 879 0 5 0 2 38 733 43 79 50 181 7 12 0 13 3,537 100.0

直 方 市 140 60 3 1 150 4 5 11 18 2 3 1 398 11.8

飯 塚 市 503 123 2 274 6 20 6 55 2 12 3 2 1,008 29.8

田 川 市 229 98 1 107 3 5 14 31 1 1 1 8 499 14.8

嘉 麻 市 158 83 88 13 6 10 1 2 361 10.7
鞍 手 郡
小竹町 7 5 17 1 1 31 0.9

嘉 穂 郡 19 9 32 1 1 2 64 1.9

田 川 郡 395 168 2 1 198 10 14 10 39 3 24 1 865 25.6

管　　 外 48 72 7 1 8 4 9 5 2 156 4.6

小 　　計 1,499 618 0 7 0 1 2 873 25 67 51 165 9 47 5 13 3,382 100.0

大牟田市 291 218 1 1 7 6 223 25 5 14 42 4 9 1 1 848 59.1

柳 川 市 139 55 1 1 142 1 1 4 15 2 3 3 367 25.6

みやま市 68 31 2 66 2 3 9 4 185 12.9

管 　　外 8 16 7 1 1 1 34 2.4

小 　　計 506 320 0 2 1 7 9 438 28 7 22 66 10 12 1 5 1,434 100.0

中 間 市 213 97 1 2 1 64 2 2 16 1 3 1 403 12.9

宗 像 市 272 87 1 2 157 2 6 11 13 1 2 1 555 17.8

古 賀 市 191 71 1 1 1 126 6 3 19 3 422 13.5

福 津 市 194 73 3 115 9 12 29 1 4 3 3 446 14.3

宮 若 市 86 49 1 62 4 1 2 6 1 212 6.8
糟屋郡
新宮町 94 22 70 3 2 1 15 2 1 210 6.7

遠 賀 郡 438 71 2 147 10 3 3 15 1 1 4 695 22.3
鞍手郡
鞍手町 74 11 15 1 1 1 103 3.3

管 　　外 19 36 6 1 9 3 2 1 77 2.5

小 　　計 1,581 517 0 4 0 3 9 762 38 13 34 122 7 11 12 10 3,123 100.0

行 橋 市 163 81 3 119 2 4 14 2 3 391 32.9

豊 前 市 29 71 35 4 4 10 2 155 13.1

京 都 郡 207 84 86 1 2 3 22 1 1 1 408 34.4

築 上 郡 67 71 3 40 1 5 6 2 1 1 197 16.6

管 　　外 10 15 7 2 1 1 36 3.1

小 　　計 476 322 0 6 0 0 0 287 1 11 17 52 3 2 4 6 1,187 100.0

計 7,516 3,440 0 29 2 13 73 3,970 191 230 244 822 47 128 25 71 16,801 -

％ 44.8 20.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 23.6 1.1 1.4 1.5 4.9 0.3 0.8 0.1 0.4 100.0 -
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第４表　相談種別・市郡別相談受付の状況

筑紫野市 189 85 1 2 113 10 3 12 26 4 1 1 447 10.8

春 日 市 349 109 3 131 4 4 9 47 3 7 5 671 16.2

大野城市 165 100 1 1 111 10 2 8 15 12 2 427 10.3

太宰府市 148 46 2 2 98 3 5 3 8 2 1 318 7.7

糸 島 市 246 85 3 125 11 3 14 26 1 6 12 532 12.9

那珂川市 165 83 43 8 5 48 3 355 8.6
糟 屋 郡

(新宮町除く) 650 252 1 1 4 247 18 23 15 59 7 9 4 1,290 31.2

管 　　外 47 24 9 5 4 7 1 1 98 2.4

小 　　計 1,959 784 0 5 1 0 15 877 56 53 70 236 11 44 3 24 4,138 100.0

久留米市 874 484 0 4 0 1 15 343 19 32 23 93 4 8 0 5 1,905 53.8

朝 倉 市 91 88 0 0 0 0 1 57 2 6 2 12 0 2 0 1 262 7.4

八 女 市 121 46 0 0 0 0 6 64 4 4 12 11 1 2 0 0 271 7.7

筑 後 市 98 38 0 0 0 0 2 66 4 8 3 14 0 0 0 0 233 6.6

大 川 市 38 31 0 0 0 0 0 20 0 2 0 6 0 0 0 1 98 2.8

小 郡 市 67 46 0 0 0 0 8 62 4 2 1 16 0 0 0 1 207 5.9

うきは市 36 17 0 0 0 1 0 26 0 2 4 2 0 0 0 0 88 2.5

朝 倉 郡 58 48 0 1 0 0 3 34 5 16 0 12 0 0 0 1 178 5.0

三 井 郡 39 15 0 0 0 0 1 20 2 0 0 1 0 0 0 0 78 2.2

三 潴 郡 28 5 0 0 0 0 0 20 1 1 0 1 0 0 0 0 56 1.6

八 女 郡 14 20 0 0 0 0 2 19 1 3 2 8 0 0 0 0 69 2.0

管　　 外 31 41 0 0 0 0 0 2 1 3 3 5 2 0 0 4 92 2.6

小　　 計 1,495 879 0 5 0 2 38 733 43 79 50 181 7 12 0 13 3,537 100.0

直 方 市 140 60 3 1 150 4 5 11 18 2 3 1 398 11.8

飯 塚 市 503 123 2 274 6 20 6 55 2 12 3 2 1,008 29.8

田 川 市 229 98 1 107 3 5 14 31 1 1 1 8 499 14.8

嘉 麻 市 158 83 88 13 6 10 1 2 361 10.7
鞍 手 郡
小竹町 7 5 17 1 1 31 0.9

嘉 穂 郡 19 9 32 1 1 2 64 1.9

田 川 郡 395 168 2 1 198 10 14 10 39 3 24 1 865 25.6

管　　 外 48 72 7 1 8 4 9 5 2 156 4.6

小 　　計 1,499 618 0 7 0 1 2 873 25 67 51 165 9 47 5 13 3,382 100.0

大牟田市 291 218 1 1 7 6 223 25 5 14 42 4 9 1 1 848 59.1

柳 川 市 139 55 1 1 142 1 1 4 15 2 3 3 367 25.6

みやま市 68 31 2 66 2 3 9 4 185 12.9

管 　　外 8 16 7 1 1 1 34 2.4

小 　　計 506 320 0 2 1 7 9 438 28 7 22 66 10 12 1 5 1,434 100.0

中 間 市 213 97 1 2 1 64 2 2 16 1 3 1 403 12.9

宗 像 市 272 87 1 2 157 2 6 11 13 1 2 1 555 17.8

古 賀 市 191 71 1 1 1 126 6 3 19 3 422 13.5

福 津 市 194 73 3 115 9 12 29 1 4 3 3 446 14.3

宮 若 市 86 49 1 62 4 1 2 6 1 212 6.8
糟屋郡
新宮町 94 22 70 3 2 1 15 2 1 210 6.7

遠 賀 郡 438 71 2 147 10 3 3 15 1 1 4 695 22.3
鞍手郡
鞍手町 74 11 15 1 1 1 103 3.3

管 　　外 19 36 6 1 9 3 2 1 77 2.5

小 　　計 1,581 517 0 4 0 3 9 762 38 13 34 122 7 11 12 10 3,123 100.0

行 橋 市 163 81 3 119 2 4 14 2 3 391 32.9

豊 前 市 29 71 35 4 4 10 2 155 13.1

京 都 郡 207 84 86 1 2 3 22 1 1 1 408 34.4

築 上 郡 67 71 3 40 1 5 6 2 1 1 197 16.6

管 　　外 10 15 7 2 1 1 36 3.1

小 　　計 476 322 0 6 0 0 0 287 1 11 17 52 3 2 4 6 1,187 100.0

計 7,516 3,440 0 29 2 13 73 3,970 191 230 244 822 47 128 25 71 16,801 -

％ 44.8 20.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 23.6 1.1 1.4 1.5 4.9 0.3 0.8 0.1 0.4 100.0 -

重

症
心

身

障

が

い

相

談

知

的

障

が

い

相

談

発

達

障

が

い

相

談

計

適

性

相

談

育

児

・

し

つ

け

相

談

そ

 
の

 
他

不

登

校

相

談

障 が い 相 談 非行相談

％

育　成　相　談

ぐ

犯

行

為

等

相

談

触

法

行

為

等

相

談

性

格

行

動

相

談

そ

の

他

の

相

談

保

健

相

談

養 護 相 談

児

童

虐

待

相

談

肢

体

不

自

由

相

談

視

聴

覚

障

が

い

相

談

言
語
発
達
障
が
い
等
相
談

京
 

築

福
　
岡

久
　
　
留
　
　
米

田
　
　
　
　
川

大
 

牟
 

田

宗
 

像
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第５表　相談種別・年齢別相談受付の状況

児

童

虐

待

相

談

そ

の

他

の

相

談

肢

体

不

自

由

相

談

視

聴

覚

障

が

い

相

談

言
語
発
達
障
が
い
等
相
談

重

症

心

身

障

が

い

相

談

知

的

障

が

い

相

談

発

達

障

が

い

相

談

ぐ

犯

行

為

等

相

談

触

法

行

為

等

相

談

性

格

行

動

相

談

不

登

校

相

談

適

性

相

談

育

児

・

し

つ

け

相

談

児

童

虐

待

通

告

い

じ

め

相

談

児

童

買

春

等

被

害

相

談

０歳 418 239 4 4 665 4.0 429 0 0

１歳 459 181 2 3 43 1 1 1 691 4.1 470 0 0

２歳 482 201 1 4 6 82 1 2 8 1 2 790 4.7 502 0 0

３歳 492 246 1 1 3 4 203 13 4 13 3 5 988 5.9 507 0 0

４歳 475 223 3 3 2 228 21 6 13 2 4 980 5.8 490 0 0

５歳 503 235 2 2 363 29 2 10 19 2 2 1,169 7.0 511 0 0

６歳 471 233 1 282 19 1 19 1 16 1 3 1,047 6.2 486 1 0

７歳 438 181 1 3 210 20 1 7 26 4 12 1 2 906 5.4 457 0 0

８歳 446 172 3 3 248 12 3 9 47 2 10 3 958 5.7 462 0 0

９歳 475 172 1 6 230 19 3 12 59 2 2 2 983 5.9 493 0 0

10歳 448 180 2 7 181 16 8 18 67 3 4 1 2 937 5.6 467 0 0

11歳 466 173 3 3 244 14 10 25 76 6 7 4 1,031 6.1 488 0 0

12歳 400 177 4 1 204 10 15 41 86 5 5 1 949 5.6 411 0 0

13歳 424 165 3 8 252 7 38 84 106 5 4 2 4 1,102 6.6 433 0 0

14歳 340 145 1 7 295 8 33 35 103 5 13 3 988 5.9 344 0 0

15歳 312 126 2 7 253 50 2 96 4 1 1 3 857 5.1 324 0 1

16歳 226 90 4 207 1 31 3 66 4 1 1 3 637 3.8 232 0 0

17歳 190 162 1 7 225 26 5 44 1 4 665 4.0 192 0 0

18歳～ 3 103 2 220 7 1 11 347 2.1 4 0 0

年齢不詳 48 36 3 1 5 6 4 8 111 0.7 60 0 0

   計   7,516 3,440 0 29 2 13 73 3,970 191 230 244 822 47 128 25 71 16,801 100.0 7,762 1 1

％ 44.7 20.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 23.6 1.1 1.4 1.5 4.9 0.3 0.8 0.1 0.4 100.0 -

１歳半 健診 1 1

３歳児 健診 1 1

244

8 (注)児童虐待相談のうち、判定会議等の結果、児童虐待相談以外としたものも計上

％

特別児童扶養手当にかかる判定相談

                 里親・養親希望に関する相談             　   

養護相談 （ 再 掲 ）障　が　い　相　談 非行相談 育　成　相　談
保

　
健

　
相

　
談

そ

の

他

の

相

談

計

-23 -
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第６表　相談種別受付件数の推移

児

童

虐

待

相

談

そ

の

他

の

相

談

肢

体

不

自

由

相

談

視

聴

覚

障

が

い

相

談

言
語
発
達
障
が
い
等
相
談

重
症
心
身
障
が
い
相
談

知

的

障

が

い

相

談

発

達

障

が

い

相

談

ぐ

犯

行

為

等

相

談

触

法

行

為

等

相

談

性

格

行

動

相

談

不

登

校

相

談

適

性

相

談

育

児

・

し

つ

け

相

談

福   岡 1,540 1,012 12 1 15 577 23 55 35 199 9 27 5 15 3,525

2 久留米 904 765 1 14 3 23 588 28 35 24 95 11 3 6 2,500

田   川 1,205 452 9 11 428 26 33 25 107 21 4 13 18 2,352

年 大牟田 435 255 1 12 15 315 26 4 1 41 8 8 9 4 1,134

宗   像 804 313 1 3 2 487 16 22 9 70 8 4 86 1,825

度 京   築 384 276 4 1 246 11 7 7 25 3 3 1 12 980

計 5,272 3,073 1 40 1 19 67 2,641 130 156 101 537 52 53 32 141 12,316

福   岡 1,428 884 1 8 2 12 922 28 80 51 205 13 44 4 9 3,691

3 久留米 1,146 621 5 2 5 37 666 42 34 23 84 8 19 4 39 2,735

田   川 1,598 709 5 1 10 951 24 23 37 182 19 3 9 17 3,588

年 大牟田 432 242 1 1 6 7 289 21 12 10 35 7 6 4 1,073

宗   像 1,188 323 6 3 4 812 39 41 10 75 10 6 4 133 2,654

度 京   築 402 245 9 2 345 4 10 14 45 6 1 4 11 1,098

計 6,194 3,024 1 34 3 17 72 3,985 158 200 145 626 63 79 25 213 14,839

福   岡 1,810 864 0 9 0 2 3 809 40 102 56 198 13 29 5 17 3,957

4 久留米 1,310 592 0 3 0 1 29 671 33 38 34 144 13 14 5 29 2,916

田   川 1,474 783 0 3 0 1 7 906 30 25 36 244 33 18 10 28 3,598

年 大牟田 471 244 0 4 2 9 7 362 31 7 8 46 1 3 0 3 1,198

宗   像 1,326 561 1 0 0 1 1 598 26 22 28 125 11 1 6 74 2,781

度 京   築 437 252 0 0 0 0 0 265 2 13 8 53 1 3 5 14 1,053

計 6,828 3,296 1 19 2 14 47 3,611 162 207 170 810 72 68 31 165 15,503

福   岡 1,996 895 5 3 15 979 39 80 67 245 9 37 8 31 4,409

5 久留米 1,567 814 1 4 2 36 725 48 64 38 161 7 16 1 14 3,498

田   川 1,444 739 6 1 902 16 46 52 231 14 20 3 8 3,482

年 大牟田 570 280 3 2 10 14 469 44 7 13 69 6 5 1 9 1,502

宗   像 1,489 486 1 5 5 5 878 39 38 17 132 6 6 3 42 3,152

度 京   築 451 311 1 3 238 4 10 31 64 6 2 7 15 1,143

計 7,517 3,525 2 23 2 22 73 4,191 190 245 218 902 48 86 23 119 17,186

福   岡 1,959 784 0 5 1 0 15 877 56 53 70 236 11 44 3 24 4,138

6 久留米 1,495 879 0 5 0 2 38 733 43 79 50 181 7 12 0 13 3,537

田   川 1,499 618 0 7 0 1 2 873 25 67 51 165 9 47 5 13 3,382

年 大牟田 506 320 0 2 1 7 9 438 28 7 22 66 10 12 1 5 1,434

宗   像 1,581 517 0 4 0 3 9 762 38 13 34 122 7 11 12 10 3,123

度 京   築 476 322 0 6 0 0 0 287 1 11 17 52 3 2 4 6 1,187

計 7,516 3,440 0 29 2 13 73 3,970 191 230 244 822 47 128 25 71 16,801

計

養護相談 障 が い 相 談 非行相談 育　成　相　談
そ

の

他

の

相

談

保

 
健

 
相

 
談
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 第
７

表
　

相
談

種
別

対
応

件
数

の
状

況

家 裁 送 致 （ 再 掲 ）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

児
童

虐
待

相
談

5
,0

7
2

2
,1

4
0

1
4
7

8
0

5
1

1
6

7
,5

0
6

そ
の

他
の

相
談

2
,5

8
1

6
2
5

1
7
9

2
5

3
6
0

1
4
2

2
3
,5

1
7 0

肢
体
不
自
由
相
談

7
2
5

3
2

視
聴
覚
障
が
い
相
談

1
1

2

言
語
発
達
障
が
い
等
相
談

7
6

1
3

重
症
心
身
障
が
い
相
談

6
1

6
8

7
5

知
的
障
が
い
相
談

3
,9

4
7

2
0

3
,9

6
7

発
達
障
が
い
相
談

1
9
1

1
1
9
2

ぐ
犯

相
談

1
1
2

1
1
0

1
1

3
7

2
1

3
1

2
4
8

触
法
行
為
等
相
談

1
2
5

8
9

1
4

3
7

1
0

2
4
8

性
格

行
動

相
談

5
6
2

3
0
0

8
1

1
9

1
4

8
9
5

不
登

校
相

談
3
8

6
4
4

適
性

相
談

1
2
7

1
1
2
8

育
児
・
し
つ
け
相
談

2
6

1
2
7

6
9

2
7
1

1
2
,8

7
1

3
,2

8
0

3
6
0

1
1
2

0
3

0
0

0
0

1
4
5

3
1

0
6
3

1
3

1
1
5

2
1
6
,9

6
5

再
い
じ
め
相
談
（
再
掲
）

2
2

掲
児
童
買
春
等
被
害
相
談

1
1

計

障 が い 児 施 設 等 へ の 利 用 契 約

そ  の  他

計

保
健

相
談

児 童 委 員 指 導

指 導 　 ・ 　 指 導 委 託

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

福 祉 事 務 所 送 致 ・ 通 知

訓 　 戒 　 ・ 　 誓 　 約

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委 託

そ
の

他
の

相
談

非 行 相 談 育 成 相 談

通  所

入  所

養 護 相 談 障 が い 相 談

他 機 関 あ っ せ ん

継 続 指 導

助 言 指 導

児 童 福 祉 司 指 導

対
　
　
応
　
　
件
　
　
数
　
　

児
童
福
祉
施
設

面
　
接
　
指
　
導

里  親  委  託

第 ４ 号 に よ る 家 裁 送 致

法 第 ２ ７ 条 第 １ 項

市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致
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第８表　市郡別対応件数の状況　

家

裁

送

致

（

再

掲

）

第

2
7

条

の

３

に

よ

る

筑紫野市 17 447 464 369 53 5 3 2 1 4 437

春 日 市 29 671 700 542 100 5 7 5 1 1 3 664

大野城市 14 427 441 323 63 12 4 6 1 2 2 2 414

太宰府市 14 318 332 245 59 2 3 1 3 1 4 318

糸 島 市 24 532 556 436 79 1 4 2 1 3 526

那珂川市 13 355 368 276 68 1 6 7 2 360
糟 屋 郡

(新宮町除く) 67 1,290 1,357 1,038 212 26 16 10 7 1 10 1,320

管 　　外 3 98 101 48 1 34 1 4 2 2 92

小 　　計 181 4,138 4,319 3,277 635 86 44 0 0 0 0 0 0 37 1 0 0 19 5 28 0 4,131

久留米市 61 1,905 1,966 1,343 487 18 10 11 4 1 21 1,895

朝 倉 市 19 262 281 174 70 6 3 6 3 1 263

八 女 市 9 271 280 203 55 1 2 1 4 1 6 273

筑 後 市 5 233 238 171 46 4 2 3 1 1 3 231

大 川 市 1 98 99 81 15 1 1 98

小 郡 市 21 207 228 166 34 2 1 10 10 223

うきは市 3 88 91 72 9 4 1 86

朝 倉 郡 3 178 181 150 24 3 3 0 5 185

三 井 郡 4 78 82 61 16 3 1 2 82

三 潴 郡 1 56 57 47 9 2 1 59

八 女 郡 5 69 74 53 16 1 0 2 72

管　　 外 4 92 96 53 8 30 3 2 1 97

小　　 計 136 3,537 3,673 2,574 789 71 24 0 1 0 0 0 0 42 1 1 0 11 1 50 0 3,564

直 方 市 19 399 418 338 59 4 3 2 1 1 4 412

飯 塚 市 42 1,008 1,050 784 218 11 12 4 1 1 1 1,032

田 川 市 14 500 514 412 71 10 5 4 502

嘉 麻 市 10 361 371 262 105 3 1 5 2 378
鞍手郡
小竹町 1 32 33 28 4 32

嘉 穂 郡 1 64 65 52 7 2 61

田 川 郡 26 868 894 724 143 4 8 9 1 2 2 1 893

管　　 外 5 150 155 86 18 54 3 1 162

小 　　計 118 3,382 3,500 2,686 625 86 29 0 0 0 0 0 0 27 1 0 0 9 4 6 0 3,472

大牟田市 28 847 875 627 222 8 5 8 4 2 6 882

柳 川 市 4 367 371 291 69 1 2 2 1 2 368

みやま市 3 185 188 158 26 3 1 1 1 190

管 　　外 1 35 36 24 6 7 37

小 　　計 36 1,434 1,470 1,100 323 18 6 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 6 2 9 0 1,477

中 間 市 12 405 417 318 96 3 3 3 2 425

宗 像 市 21 555 576 451 101 5 1 4 2 3 567

古 賀 市 7 422 429 313 93 7 1 1 2 417

福 津 市 15 447 462 343 93 8 1 4 3 4 456

宮 若 市 1 212 213 148 40 11 4 2 205
糟屋郡
新宮町 6 210 216 163 42 5 210

遠 賀 郡 20 696 716 443 233 3 4 1 2 2 688
鞍手郡
鞍手町 4 103 107 65 35 100

管 　　外 3 73 76 41 16 16 1 3 77

小 　　計 89 3,123 3,212 2,285 749 55 9 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 11 0 15 2 3,145

行 橋 市 8 391 399 342 30 5 3 4 3 387

豊 前 市 5 155 160 121 30 1 2 1 155

京 都 郡 5 408 413 337 56 12 2 1 1 409

築 上 郡 2 197 199 137 41 4 2 1 3 188

管 　　外 36 36 12 2 22 1 37

小 　　計 20 1,187 1,207 949 159 44 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 1 7 0 1,176

計 580 16,801 17,381 12,871 3,280 360 112 0 3 0 0 0 0 145 3 1 0 63 13 115 2 16,965

％ 3.3 96.7 100.0 75.9 19.3 2.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.7 0.0 100.0

京
 

築

久
　
　
留
　
　
米

田
　
　
　
　
川

大
 

牟
 

田

宗
 

像

継
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指

導

福
　
岡

助

言

指

導

取　扱　件　数

前

年

度

受

付

本

年

度

受

付

指

導

・

指

導

委

託

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

ー

面　接　指　導

対　　　　　　応　　　　　　件　　　　　　数

第

４

号

に

よ

る

家

裁

送

致

法

第

2
7

条

第

１

項

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
委
託

福

祉

事

務

所

送

致

・

通

知

児

童

福

祉

司

指

導

他

機

関

あ

っ
せ

ん

計

児

童

委

員

指

導

児童福祉施設

通

 
所

入

 
 

所

そ

 
の

 
他

訓

戒

・

誓

約

計

里

親

委

託

市

町

村

指

導

委

託

市

町

村

送

致

障
が
い
児
施
設
等
へ
の
利
用
契
約
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第９表　対応件数の推移

助

言

指

導

継

続

指

導

他

機

関

あ

っ
せ

ん

入

所

通

所

福   岡 2,379 930 87 37 4 36 1 11 3 31 3 3,522

2 久留米 1,406 916 20 25 1 43 2 12 1 50 1 2,477

田   川 1,380 788 53 13 1 29 9 20 81 2,374

年 大牟田 608 463 22 5 1 16 2 23 1,140

宗   像 1,267 439 20 19 1 28 5 2 4 5 1,790

度 京   築 550 338 12 6 22 3 1 932

計 7,590 3,874 214 105 1 1 1 0 0 5 174 3 0 42 6 128 91 12,235

福   岡 2,717 861 84 16 2 32 3 13 2 22 3,752

3 久留米 1,619 1,014 44 16 30 11 50 2,784

田   川 2,244 1,150 60 8 19 1 7 18 2 3,509

年 大牟田 564 434 2 6 2 27 4 20 1,059

宗   像 1,644 975 41 26 30 8 3 1 2,728

度 京   築 705 294 29 12 17 3 2 10 12 1,084

計 9,493 4,728 260 84 0 2 0 0 0 2 155 3 1 46 4 123 15 14,916

福   岡 3,001 826 65 18 27 1 16 5 11 3,970

4 久留米 2,036 747 20 21 4 29 2 12 1 42 2,914

田   川 2,601 933 71 7 17 1 10 1 17 1 3,659

年 大牟田 778 402 12 8 17 7 1 20 1 1,246

宗   像 1,431 1,222 40 8 3 19 12 1 2 2,738

度 京   築 712 299 31 4 18 1 1 2 1,068

計 10,559 4,429 239 66 0 0 0 0 0 7 127 3 1 58 10 92 4 15,595

福   岡 3,528 688 72 40 40 1 19 4 24 2 4,418

5 久留米 2,582 818 81 13 28 2 22 1 45 2 3,594

田   川 2,639 771 70 7 47 13 3 2 3,552

年 大牟田 1,054 428 19 12 4 8 4 16 1,545

宗   像 2,126 982 38 12 8 6 10 4 3,186

度 京   築 862 250 38 2 11 3 2 1 1,169

計 12,791 3,937 318 86 0 0 0 0 0 4 142 3 0 67 10 97 9 17,464

福   岡 3,277 635 86 44 37 19 5 28 4,131

6 久留米 2,574 789 71 24 1 42 1 11 1 50 3,564

田   川 2,686 625 86 29 27 9 4 6 3,472

年 大牟田 1,100 323 18 6 2 11 6 2 9 1,477

宗   像 2,285 749 55 9 19 11 15 2 3,145

度 京   築 949 159 44 9 7 1 7 1,176

計 12,871 3,280 360 112 0 3 0 0 0 0 145 1 0 63 13 115 2 16,965

そ

 
の

 
他

計

第

４

号

に

よ

る

家

裁

送

致

法

第

2
7

条

第

１

項

障
が
い
児
施
設
等
へ
の
利
用
契
約

訓

戒

・

誓

約

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
委
託

里

親

委

託

児童福祉施設
児

童

委

員

指

導

指

導

・

指

導

委

託

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

ー

福

祉

事

務

所

送

致

・

通

知

市

町

村

指

導

委

託

市

町

村

送

致

面　接　指　導
児

童

福

祉

司

指

導
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第１０表の１　養護相談の理由別対応状況

前
年
度
受
付

本
年
度
受
付

計

入
　
　
　
　
所

児
童
福
祉
施
設

里

親

委

託

面

接

指

導

そ

の

他

計 ％

福　岡 3 3 2 2
久留米 5 5 1 4 5
田　川 1 1 1 1
大牟田 1 1 1 1
宗　像 1 1 1 1
京　築 1 1 1 1
計 0 12 12 1 0 10 0 11

福　岡 1 1 1 0 1
久留米 0 0
田　川 2 2 2 2
大牟田 0 0
宗　像 0 0 0 0 0 0 0 0
京　築 3 3 3 3
計 0 6 6 0 3 3 0 6

福　岡 1 1 1 0 1
久留米 0 0 0 0 0 0 0 0
田　川 0 0
大牟田 0 0
宗　像 0 0 0 0 0 0 0 0
京　築 0 0
計 0 1 1 0 0 1 0 1

福　岡 2 48 50 1 1 52 1 55
久留米 15 57 72 7 0 64 0 71
田　川 8 44 52 2 49 51
大牟田 31 31 23 23
宗　像 1 36 37 0 0 31 0 31
京　築 19 19 13 13
計 26 235 261 10 1 232 1 244

福　岡 115 1,959 2,074 12 4 1,876 29 1,921
久留米 57 1,495 1,552 13 4 1,459 18 1,494
田　川 60 1,499 1,559 10 1 1,492 23 1,526
大牟田 22 506 528 3 3 508 3 517
宗　像 66 1,581 1,647 11 4 1,564 7 1,586
京　築 4 476 480 2 460 462
計 324 7,516 7,840 51 16 7,359 80 7,506

福　岡 18 407 425 8 8 402 9 427
久留米 25 586 611 11 6 531 1 549
田　川 21 489 510 7 4 495 4 510
大牟田 2 148 150 1 2 159 1 163
宗　像 15 310 325 4 5 304 0 313
京　築 11 278 289 4 4 258 0 266
計 92 2,218 2,310 35 29 2,149 15 2,228

福　岡 2 324 326 4 5 319 2 330
久留米 12 231 243 4 1 240 4 249
田　川 5 82 87 2 1 88 91
大牟田 10 140 150 2 1 147 4 154
宗　像 1 170 171 1 1 175 4 181
京　築 22 21 43 1 21 22
計 52 968 1,020 14 9 990 14 1,027

福　岡 137 2,743 2,880 25 18 2,653 41 2,737
久留米 109 2,374 2,483 36 11 2,298 23 2,368
田　川 94 2,117 2,211 21 6 2,127 27 2,181
大牟田 34 826 860 6 6 838 8 858
宗　像 83 2,098 2,181 16 10 2,075 11 2,112
京　築 37 798 835 7 7 753 0 767
計 494 10,956 11,450 111 58 10,744 110 11,023
％ - - - 0.0 0.6 97.5 1.0 100.0

取　扱　件　数 対　　応　　件　　　数

家　　出
（含　失踪）

0.1

死　亡

離　婚 0.0

傷　　病
（含　入院）

2.2

0.1

その他 9.3

合　　計

家
 
族
 
環
 
境

虐　　待
（含棄児）

68.1

その他 20.2

100.0
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第１０表の２　虐待相談受付（虐待内容別）状況

身体的虐待 性 的 虐 待 保護怠慢・拒否
暴力等の目撃に
よるもの（再掲）

（ネグレクト）

福　岡 459 1,116 (710) 38 346 1,959

久留米 428 748 (599) 26 293 1,495

田　川 332 854 (582) 18 295 1,499

大牟田 99 305 (192) 1 101 506

宗　像 362 842 (486) 27 350 1,581

京　築 98 308 (265) 9 61 476

計 1,778 4,173 (2,834) 119 1,446 7,516

第１０表の３　虐待相談対応状況

児童福祉施設入所 面接指導 そ の 他 計

福　岡 12 1,876 29 1,921

久留米 13 1,459 18 1,494

田　川 10 1,492 23 1,526

大牟田 3 508 3 517

宗　像 11 1,564 7 1,586

京　築 2 460 462

計 51 7,359 80 7,506

第１０表の４　虐待相談対応（虐待内容別）状況

身体的虐待 性 的 虐 待 保護怠慢・拒否
暴力等の目撃に
よるもの（再掲）

（ネグレクト）

福　岡 445 1,096 (722) 38 342 1,921

久留米 425 742 (599) 24 303 1,494

田　川 334 856 (544) 20 316 1,526

大牟田 101 305 (196) 1 110 517

宗　像 367 849 (567) 27 343 1,586

京　築 100 303 (79) 2 57 462

計 1,772 4,151 (2,707) 112 1,471 7,506

1

3

計

計

4

0

16

心理的虐待

心理的虐待

里親委託

4

4
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第１１表　養護相談理由別対応件数の推移

虐

待

そ

の

他

福   岡 7 38 1,520 238 745 2,548

2 久留米 6 2 35 954 182 477 1,656

田   川 1 9 63 1,227 305 76 1,681

年 大牟田 16 440 106 134 696

宗   像 1 33 801 129 126 1,090

度 京   築 18 338 178 78 612

計 15 11 0 203 5,280 1,138 1,636 8,283

福   岡 3 2 63 1,465 422 403 2,358

3 久留米 4 6 53 1,147 195 389 1,794

田   川 23 9 37 1,544 489 126 2,228

年 大牟田 1 1 18 428 115 101 664

宗   像 1 1 28 1,204 199 135 1,568

度 京   築 2 19 396 170 53 640

計 34 18 1 218 6,184 1,590 1,207 9,252

福   岡 3 2 49 1,770 355 499 2,678

4 久留米 2 37 1,294 299 270 1,902

田   川 10 2 27 1,492 605 173 2,309

年 大牟田 2 1 26 485 98 137 749

宗   像 9 5 40 1,274 340 172 1,840

度 京   築 2 9 445 206 39 701

計 28 7 3 188 6,760 1,903 1,290 10,179

福   岡 2 2 58 1,965 325 541 2,893

5 久留米 2 2 47 1,581 523 254 2,409

田   川 24 1,441 574 203 2,242

年 大牟田 36 568 114 158 876

宗   像 2 1 40 1,514 276 159 1,992

度 京   築 2 1 10 478 214 81 786

計 8 4 2 215 7,547 2,026 1,396 11,198

福   岡 2 1 1 55 1,921 427 330 2,737

6 久留米 5 71 1,494 549 249 2,368

田   川 1 2 51 1,526 510 91 2,181

年 大牟田 1 23 517 163 154 858

宗   像 1 31 1,586 313 181 2,112

度 京   築 1 3 13 462 266 22 767

計 11 6 1 244 7,506 2,228 1,027 11,023

家　族　環　境

計

家
出

(

含
失
踪

)

死

　
亡

離

　
婚

傷
病

（
含
入
院

）

そ

の

他
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第１１表　養護相談理由別対応件数の推移

虐

待

そ

の

他

福   岡 7 38 1,520 238 745 2,548

2 久留米 6 2 35 954 182 477 1,656

田   川 1 9 63 1,227 305 76 1,681

年 大牟田 16 440 106 134 696

宗   像 1 33 801 129 126 1,090

度 京   築 18 338 178 78 612

計 15 11 0 203 5,280 1,138 1,636 8,283

福   岡 3 2 63 1,465 422 403 2,358

3 久留米 4 6 53 1,147 195 389 1,794

田   川 23 9 37 1,544 489 126 2,228

年 大牟田 1 1 18 428 115 101 664

宗   像 1 1 28 1,204 199 135 1,568

度 京   築 2 19 396 170 53 640

計 34 18 1 218 6,184 1,590 1,207 9,252

福   岡 3 2 49 1,770 355 499 2,678

4 久留米 2 37 1,294 299 270 1,902

田   川 10 2 27 1,492 605 173 2,309

年 大牟田 2 1 26 485 98 137 749

宗   像 9 5 40 1,274 340 172 1,840

度 京   築 2 9 445 206 39 701

計 28 7 3 188 6,760 1,903 1,290 10,179

福   岡 2 2 58 1,965 325 541 2,893

5 久留米 2 2 47 1,581 523 254 2,409

田   川 24 1,441 574 203 2,242

年 大牟田 36 568 114 158 876

宗   像 2 1 40 1,514 276 159 1,992

度 京   築 2 1 10 478 214 81 786

計 8 4 2 215 7,547 2,026 1,396 11,198

福   岡 2 1 1 55 1,921 427 330 2,737

6 久留米 5 71 1,494 549 249 2,368

田   川 1 2 51 1,526 510 91 2,181

年 大牟田 1 23 517 163 154 858

宗   像 1 31 1,586 313 181 2,112

度 京   築 1 3 13 462 266 22 767

計 11 6 1 244 7,506 2,228 1,027 11,023

家　族　環　境

計

家
出

(

含
失
踪

)

死

　
亡

離

　
婚

傷
病

（
含
入
院

）

そ

の

他
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第１２表の１　触法行為等相談の取扱状況（行為別・通告別）

前

年

度

未

処

理

警

 
察

 
等

送

致

家
庭
裁
判
所
か

ら

の

移

管

他

児

相

か

ら

の

福

祉

事

務

所

児

童

福

祉

施

設

等

学

 
校

 
等

家

族

・

親

戚

そ

 
の

 
他

計 ％

凶 悪 犯 1 1 1 3 1.2

粗 暴 犯 35 3 2 1 41 16.8

窃　　 盗 132 1 2 3 1 139 57.0

そ の 他 52 2 1 1 3 2 61 25.0

計 0 220 1 7 0 5 2 6 3 244 100.0

福 岡 59 1 2 2 1 3 2 70 28.7

久 留 米 42 2 3 3 50 20.5

田 川 50 1 51 20.9

大 牟 田 22 22 9.0

宗 像 32 2 34 13.9

京 築 15 1 1 17 7.0

第１２表の２　ぐ犯行為等相談の取扱状況（行為別・通告別）

前

年

度

未

処

理

警

 
察

 
等

送

致

家
庭
裁
判
所
か

ら

の

移

管

他

児

相

か

ら

の

福

祉

事

務

所

児

童

福

祉

施

設

等

学

 
校

 
等

家

族

・

親

戚

そ

 
の

 
他

計 ％

家         出 53 13 1 8 1 25 16 117 50.9

性 的 問 題 5 2 8 10 3 16 6 50 21.7

シンナー乱用等 0 0.0

金 品 持 出 1 1 1 11 4 18 7.8

夜 間 徘 徊 8 1 3 12 5.2

そ   の   他 13 2 1 6 3 7 1 33 14.3

計 0 80 0 17 11 26 7 62 27 230 100.0

福 岡 26 2 2 3 2 16 2 53 23.0

久 留 米 24 4 3 4 3 24 17 79 34.3

田 川 17 6 6 15 1 18 4 67 29.1

大 牟 田 2 1 2 2 7 3.0

宗 像 7 1 2 2 1 13 5.7

京 築 4 3 2 1 1 11 4.8
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第１３表の１　触法行為等相談の対応別の状況

訓

戒

・

誓

約

児
童
福
祉
司
指
導

福
祉
事
務
所
送
致
・
通
知

児

童

委

員

指

導

児
童
福
祉
施
設
入
所

家
庭
裁
判
所
送
致

面

接

指

導

そ

 
の

 
他

計 ％

凶 悪 犯 2 1 2 5 2.0

粗 暴 犯 1 2 39 1 43 17.2

窃　　 盗 3 3 127 1 134 53.6

そ の 他 3 3 62 68 27.2

計 0 3 0 0 7 10 228 2 250 100.0

福 岡 2 4 5 56 67 26.8

久 留 米 1 1 52 1 55 22.0

田 川 2 53 1 56 22.4

大 牟 田 2 2 20 24 9.6

宗 像 1 30 31 12.4

京 築 17 17 6.8

第１３表の２　ぐ犯行為等相談の対応別の状況

訓

戒

・

誓

約

児
童
福
祉
司
指
導

福
祉
事
務
所
送
致
・
通
知

児

童

委

員

指

導

児
童
福
祉
施
設
入
所

家
庭
裁
判
所
送
致

面

接

指

導

そ

 
の

 
他

計 ％

家         出 2 1 96 27 126 50.6

性 的 問 題 3 5 2 34 16 60 24.1

シンナー乱用等 0 0.0

金 品 持 出 15 2 17 6.8

夜 間 徘 徊 1 9 1 11 4.4

そ   の   他 32 3 35 14.1

計 0 3 0 0 8 3 186 49 249 100.0

福 岡 51 4 55 22.1

久 留 米 1 4 58 24 87 34.9

田 川 2 3 2 50 12 69 27.7

大 牟 田 1 6 7 2.8

宗 像 11 4 15 6.0

京 築 1 10 5 16 6.4
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第１４表の１　一時保護の状況

虐
待

そ
の
他

虐
待

そ
の
他

実人員 135 52 59 67 313 107 152 40 57 356 669

延日数 1,978 345 867 913 4,103 3,063 4,095 403 1,960 9,521 13,624

実人員 114 52 46 38 1 251 113 166 25 37 1 342 593

延日数 1,504 519 809 634 1 3,467 2,670 4,327 317 1,094 1 8,409 11,876

実人員 48 45 0 46 66 205 96 138 0 38 55 327 532

延日数 811 433 0 693 810 2,747 3,010 4,895 0 1,020 1,464 10,389 13,136

実人員 40 31 0 7 28 1 107 42 61 0 1 17 0 121 228

延日数 517 393 0 90 265 4 1,269 1,034 762 0 1 163 0 1,960 3,229

実人員 80 23 0 10 39 1 153 110 112 0 10 54 0 286 439

延日数 1,433 133 0 279 338 2 2,185 2,277 2,596 0 54 1,066 0 5,993 8,178

実人員 22 8 0 18 12 0 60 36 69 0 9 19 0 133 193

延日数 274 153 0 379 228 0 1,034 1,332 1,689 0 86 1,012 0 4,119 5,153

実人員 439 211 0 186 250 3 1,089 504 698 0 123 239 1 1,565 2,654

延日数 6,517 1,976 0 3,117 3,188 7 14,805 13,386 18,364 0 1,881 6,759 1 40,391 55,196

注）各児童相談所において一時保護した管内児童について計上

第１４表の２　一時保護（児童相談所内保護）の一日平均保護人員及び一人平均保護日数

福   岡

久留米

田   川

大牟田

宗   像

京   築

計

14.7

13.2

16.9

12.9

14.8

5.4

4.1

2.2

1.4

3.9

40

439

1,978

1,504

811

517

6,517

135

114

48

40.6

13.1

13.8

13.4

11.9

13.6

11.2

9.5

7.5

3.5

1,089

4,103

3,467

2,747

1,269

14,805

313

251

205

107

うち被虐待児の一時保護

延
べ
日
数

一
日
平
均
人
員

一
人
平
均
日
数

実
人
員

延
べ
日
数

一
日
平
均
人
員

一
人
平
均
日
数

田   川

小
計

大牟田

宗   像

京   築

実
人
員

計

非
　
行

育
　
成

保
健
・
そ
の
他

養護 養護

久留米

小
計

計

福   岡

児童相談所内保護 一時保護委託

障
が
い

非
　
行

育
　
成

保
健
・
そ
の
他

障
が
い

153 2,185 6.0 14.3

60 1,034 2.8 17.2

1,433

注）各児童相談所において一時保護した管内児童について計上

22 274 0.8 12.5

17.9

17.980
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第１４表の３　一時保護の年齢別の状況

福岡 久留米 田川 大牟田 宗像 京築 小計 福岡 久留米 田川 大牟田 宗像 京築 小計

０歳 2 10 1 13 49 33 40 4 13 12 151

１歳 1 2 1 4 13 28 18 2 15 11 87

２歳 2 1 2 5 14 14 14 4 19 13 78

３歳 4 5 5 3 17 8 24 32 2 17 10 93

４歳 4 2 6 4 3 19 12 17 13 3 20 9 74

５歳 15 7 7 5 6 40 20 10 11 5 11 4 61

６歳 4 8 6 8 6 2 34 8 24 10 11 28 4 85

７歳 12 12 11 12 6 2 55 15 8 17 17 7 4 68

８歳 17 27 19 2 12 4 81 14 19 15 3 20 5 76

９歳 17 12 14 7 9 2 61 12 7 12 6 13 50

10歳 16 17 22 8 8 3 74 17 12 17 16 8 5 75

11歳 25 17 6 9 16 4 77 14 12 11 6 16 3 62

12歳 19 23 14 4 23 6 89 15 19 15 32 9 90

13歳 39 31 20 15 13 8 126 23 27 27 15 17 8 117

14歳 51 24 15 17 12 12 131 36 27 17 7 21 12 120

15歳 41 32 26 5 15 6 125 32 28 28 11 12 11 122

16歳 32 13 13 10 13 3 84 34 17 18 8 13 6 96

17歳 15 14 9 1 4 6 49 19 14 11 1 4 7 56

18歳～ 4 1 5 1 2 1 4

計 313 251 205 107 153 60 1,089 356 342 327 121 286 133 1,565

注）各児童相談所において一時保護した管内児童について計上

児童相談所内保護 一時保護委託
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第１５表の１　一時保護所の状況

虐
待

そ
の
他

福　岡 120 48 50 55 273 3,835 10.5 14.0 120 1,978 5.4 16.5

久留米 109 45 45 43 1 243 3,335 9.1 13.7 109 1,504 4.1 13.8

田　川 67 52 59 68 1 247 3,258 8.9 13.2 67 1,079 3.0 16.1

大牟田 54 37 10 32 1 134 1,449 4.0 10.8 54 517 1.4 9.6

宗像 89 29 22 52 192 2,928 8.0 15.3 89 1,439 3.9 16.2

計 439 211 0 186 250 3 1,089 14,805 40.6 13.6 439 6,517 17.9 14.8

第１５表の２　一時保護所の年齢別の状況

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

13歳

14歳

15歳

16歳

17歳

18歳～

計

注）各一時保護所において一時保護した全児童について計上（管外児童を含む）

1

5

7

9

10

8

134

18

18

11

12

0

0

0

1

4

13

10

育
成

保
健
・
そ
の
他

うち被虐待児の一時保護

実
人
員

延
べ
日
数

実
人
員

延
べ
日
数

一
日
平
均
人
員

一
人
平
均
日
数

2

0

0

4

一
日
平
均
人
員

一
人
平
均
日
数

養護

相談別

障
が
い

非
行

0.5

4 5 3 17 1.6

2 2 1 5

1 2 1 4 0.4

0 10 1 13 1.2

福　岡 久留米 田　川 宗像 計 ％大牟田

8

17

16

15

7 6 40 3.7

23

4

14

4

11

27

15

0

273

19

31

40

31

2 6 3 19

5

1.7

3.1

12 13 6 55 5.1

6 8 6 34

7.4

13 16 9 61 5.6

22 20 17 81

6.8

16 10 18 77 7.1

14 22 14 74

8.2

32 25 20 126 11.6

20 18 24 89

32 33 18 125 11.5

30 22

13 13 6 49 4.5

13 15

2

5

21 131

17 84 7.7

12.0

注）各一時保護所において一時保護した全児童について計上（管外児童を含む）

0.5

243 247 192 1,089 100.0

3 0 1
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警

察

署

児
童
福
祉
施
設

里

親

そ

の

他

計

福   岡 174 33 53 260 3,621 9.9 13.9 75 115 40 17 247 75 3,895 579 867 5,416

2 久留米 163 20 20 203 3,073 8.4 15.1 64 90 31 19 204 65 1,651 510 1,030 3,256

田   川 151 31 41 223 3,661 10.0 16.4 63 132 5 14 214 63 7,046 270 752 8,131

年 大牟田 81 4 16 101 2,494 6.8 24.7 25 37 2 7 71 27 1,073 8 710 1,818

宗   像 112 30 42 184 3,673 10.0 20.0 49 157 16 12 234 50 6,171 496 598 7,315

度 京   築 (51) (5) (9) (65) (1,467) (4.) (22.6) 20 44 16 8 88 20 2,978 112 308 3,418

計 681 0 118 172 0 971 16,522 45.1 17.0 296 575 110 77 1,058 300 22,814 1,975 4,265 29,354

福   岡 164 32 70 2 268 3,368 9.2 12.6 80 163 40 36 319 86 2,859 440 1,125 4,510

3 久留米 146 12 23 181 2,759 7.5 15.2 48 74 25 30 177 52 2,293 607 1,676 4,628

田   川 160 23 56 1 240 3,987 10.9 16.6 72 161 4 21 258 76 3,835 35 615 4,561

年 大牟田 68 10 7 85 2,487 6.8 29.3 31 55 26 7 119 31 1,525 449 275 2,280

宗   像 128 27 32 1 188 3,421 9.3 18.2 39 145 24 25 233 40 7,469 662 1,649 9,820

度 京   築 (43) (6) (13) (1) (63) (1,554) (4.2) (24.7) 38 54 10 12 114 44 1,873 248 322 2,487

計 538 0 104 188 3 962 16,022 43.8 16.7 308 652 129 131 1,220 329 19,854 2,441 5,662 28,286

福   岡 164 53 62 279 3,542 9.7 12.7 92 163 31 56 342 103 4,036 346 2,245 6,730

4 久留米 145 18 25 188 2,968 8.1 15.8 74 95 30 34 233 78 3,092 536 1,918 5,624

田   川 151 28 89 268 3,575 9.8 13.3 87 153 16 13 269 91 4,708 272 716 5,787

年 大牟田 72 12 25 109 1,751 4.8 16.1 15 39 14 7 75 17 1,172 288 194 1,671

宗   像 98 26 58 2 184 3,090 8.5 16.8 53 116 18 21 208 53 4,443 428 1,295 6,219

度 京   築 (46) (18) (26) (90) (1,479) (4.1) (16.4) 54 60 7 14 135 62 2,502 131 607 3,302

計 630 0 137 259 2 1,028 14,926 40.9 14.5 375 626 116 145 1,262 404 19,953 2,001 6,975 29,333

福   岡 149 46 79 274 3,338 9.1 12.2 97 139 42 54 332 103 3,898 740 2,780 7,521

5 久留米 149 40 65 1 255 3,099 8.5 12.2 85 132 87 54 358 86 3,267 1,837 2,284 7,474

田   川 137 45 69 1 252 3,452 9.5 13.7 64 182 20 22 288 65 7,530 860 960 9,415

年 大牟田 86 5 33 124 1,559 4.3 12.6 27 54 28 14 123 35 1,064 211 441 1,751

宗   像 98 28 49 175 2,699 7.4 15.4 62 72 37 11 182 66 2,042 654 678 3,440

度 京   築 (38) (13) (17) (68) (882) (2.4) (13.) 35 62 1 19 117 35 1,981 25 1,664 3,705

計 619 0 164 295 2 1,080 14,147 38.8 13.1 370 641 215 174 1,400 390 19,782 4,327 8,807 33,306

福   岡 168 50 55 273 3,835 10.5 14.0 99 145 55 57 356 111 4,754 1,387 3,269 9,521

6 久留米 154 45 43 1 243 3,335 9.1 13.7 75 129 95 43 342 83 4,119 1,970 2,237 8,409

田   川 119 59 68 1 247 3,258 8.9 13.2 54 150 80 43 327 57 6,606 1,227 2,499 10,389

年 大牟田 91 10 32 1 134 1,449 4.0 10.8 37 30 30 24 121 43 652 197 1,068 1,960

宗   像 118 22 52 192 2,928 8.0 15.3 66 128 64 28 286 70 3,601 1,104 1,218 5,993

度 京   築 (30) (18) (12) (60) (1,034) (2.8) (17.2) 36 69 8 20 133 36 2,642 173 1,268 4,119

計 650 0 186 250 3 1,089 14,805 40.6 13.6 367 651 332 215 1,565 400 22,374 6,058 11,559 40,391

（京築の一時保護は他の児童相談所での一時保護（再掲））

延

べ

日

数

実

人

員

第１６表　一時保護児童の推移

相　　　談　　　別

一　時　保　護　所 一　　時　　保　　護　　委　　託

実　　　人　　　員 延　　べ　　日　　数一

日

平

均

保

護

人

員

一

人

平

均

保

護

日

数

-36-— 36 —



第１７表　児童福祉施設措置状況

※障がい児施設の契約入所は含まない。

第１８表　里親・ファミリーホーム委託児童及び里親・ファミリーホームの状況

男 100 17 16 8 1 2 5 22 7 5 2 14 103

女 97 14 13 5 1 5 19 6 2 1 9 100

計 197 31 29 13 0 1 3 10 41 13 7 3 23 203

男

女

計

16

160

59

60

978

令和　７年 ３月 ３１日現在

33

25

8

9

180

計

64

422

46

132

19

変　　　更

措置を解除または変更された児童数（年度中） 年

度

末

現

在

委

託

児

童

数

田　川

15

81

5

31

4

2

特

別

養

子

縁

組

4

2

6

解　　　　　　　除

ファミリーホーム 14

年度末
在籍

退所入所定員事業所数

80 22 20 52

児童が委託さ
れている里親

数
117 31 30 118

100
登録里親数 417 59 25

10 54 57 35 47 203

451
7 28 18 20 27

3 26 39 15 20 103

新規 取消
本年
度末
現在０歳 1～6歳 7～12歳13～15歳16歳以上 計

10 70 8

年 齢 階 層 別 委 託 児 童 数 前年
度末
現在

そ

の

他

計

6 39 2

4 31 6

死

 
 
　
　
亡

就

職

そ

の

他

計

児
童
福
祉
施
設
入
所

他

の

里

親

に

委

託

家

庭

か

ら

の

委

託

そ

　
の

　
他

計

保
護
の
必
要
が
な
く
な
り
帰
宅

養

子

縁

組

満

年

92

前

年

度

末

委

託

児

童

数

新規または措置変更に

より委託された児童数

児
童
福
祉
施
設
よ
り
委
託

合　　　　計 227 235 87 157

3

児童自立生活援助ホーム 13 13 7 5 13

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 16 15 7 10

0

里 親 41 38 12 33 11

児童自立支援施設 5 4 4 1

17

障がい児入所施設（医療型） 5 3 3 4

障がい児入所施設（福祉型） 29 28 11 16

児童心理治療施設 16 7 6 9 3

児 童 養 護 施 設 86 111 37 74

京　築

乳 児 院 16 16 3 6 8

福　岡 久留米 大牟田 宗　像
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第１９表　調査・判定・心理療法・カウンセリング等状況

診
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そ
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査
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察
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医

師

児

童

心

理

司

等

そ

の

他

の

所

員

福   岡 233 121 9,027 942 129 212 104 3,971 629

久留米 248 39 7,224 788 109 211 49 2,949 932

田   川 123 79 6,894 495 65 35 8 2,860 780

大牟田 55 1 4,266 201 25 37 1 724 342

宗   像 163 10 7,683 480 94 69 20 1,978 391

京   築 25 26 3,104 185 19 18 4 856 113

計 847 276 38,198 3,091 441 582 186 13,338 0 0 3,187 0

福   岡 35 2,846 115

久留米 38 1 8 2,398 62

田   川 17 1,197 41

大牟田 11 563 45

宗   像 25 948 19

京   築 0 2 598 13

計 126 2 0 0 0 1 8 8,550 0 0 295 0

福   岡 240 2,834 35

久留米 365 1 1 15 3,539 47

田   川 82 3 2,323 139

大牟田 84 1,825

宗   像 233 1 2,069 1

京   築 0 1312 6

計 1,004 3 0 0 1 2 15 13,902 0 0 228 0

福   岡 508 121 9,027 942 129 212 104 9,651 779

久留米 651 39 7,224 788 110 213 72 8,886 1,041

田   川 222 82 6,894 495 65 35 8 6,380 960

大牟田 150 1 4,266 201 25 37 1 3,112 387

宗   像 421 10 7,683 480 94 70 20 4,995 411

京   築 25 28 3,104 185 19 18 4 2,766 132

計 1,977 281 38,198 3,091 442 585 209 35,790 0 0 3,710 0

計

医学的診断指導 心理的診断指導 心理療法・カウンセリング等

児
　
　
童

保
 

護
 

者

そ
 

の
 

他

関
　
　
　
　
係
　
　
　
　
者

そ

の

他

の

診

断

・
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導
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１ 令和６年度の主な事業について 

 

（１）児童虐待防止講演会、セミナーの開催 

 各児童相談所において、市町村職員をはじめとして、保育所、学校、児童委員等の関係者を対象とした講

演会、セミナーを開催している。 

 

児相 開催日 研修テーマ 講 師 参加者数 

久留米 R7.1.11 児童虐待防止セミナー 

（地域で育てる・地域が育てる） 

大阪府立大学 現代システム科学

研究科社会的福祉学類 

伊藤 嘉余子 教授 

150名 

 

田川 R6.11.23 「家庭で起きる暴力とは」 NPO法人福岡ジェンダー研究所理

事 倉富 史枝 氏 

66名 

大牟田 R6.5.17 

R6.5.28 

R6.7.15 

 

R6.9.3 

R6.10.15 

R6.11.30 

青少年育成二ツ河校区民会議 

柳川市民生委員民生部会研修会 

令和6年度南筑後地区児童福祉施設

協議会夏季研修会 

柳川市立小・中学校校長研修会 

みやま市関係機関研修会 

虐待防止研修会 

児童相談所職員 66名 

10名 

25名 

 

77名 

55名 

62名 

 

 

（２）要保護児童対策調整機関の調整担当者研修（福岡児童相談所主催） 

  本県における児童相談援助業務の質の向上を図るため、要保護児童対策調整機関の調整担当者を対象に

研修を実施した。なお、本研修は、児童福祉法第２５条の２第８項に規定する研修に該当する。 

 

 

 

開催日 主な内容 参加者数 

R6.9.20 子ども虐待対応    51名 

R6.10.1 児童相談所の役割と連携、子どもの所属機関の役割と連携、母子保健の役割

と保健機関との連携、子どもの生活に関する諸問題 

   55名 

R6.10.11 ソーシャルワークの基本、子どもと家庭の生活に関する法令と制度の理解と

活用、子ども家庭相談援助制度及び実施体制、子どもの成長、発達と生育環

境 

50名 

R6.11.1 社会的養護と市町村の役割、子どもの権利擁護と倫理、要保護児童対策地域

協議会の運営/会議の運営とケース管理 

   54名 

R6.11.7 

R6.11.15 

安全パートナリング基礎（同内容で２回実施）    53名 
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１ 令和６年度の主な事業について 

 

（１）児童虐待防止講演会、セミナーの開催 

 各児童相談所において、市町村職員をはじめとして、保育所、学校、児童委員等の関係者を対象とした講

演会、セミナーを開催している。 

 

児相 開催日 研修テーマ 講 師 参加者数 

久留米 R7.1.11 児童虐待防止セミナー 

（地域で育てる・地域が育てる） 

大阪府立大学 現代システム科学

研究科社会的福祉学類 

伊藤 嘉余子 教授 

150名 

 

田川 R6.11.23 「家庭で起きる暴力とは」 NPO法人福岡ジェンダー研究所理

事 倉富 史枝 氏 

66名 

大牟田 R6.5.17 

R6.5.28 

R6.7.15 

 

R6.9.3 

R6.10.15 

R6.11.30 

青少年育成二ツ河校区民会議 

柳川市民生委員民生部会研修会 

令和6年度南筑後地区児童福祉施設

協議会夏季研修会 

柳川市立小・中学校校長研修会 

みやま市関係機関研修会 

虐待防止研修会 

児童相談所職員 66名 

10名 

25名 

 

77名 

55名 

62名 

 

 

（２）要保護児童対策調整機関の調整担当者研修（福岡児童相談所主催） 

  本県における児童相談援助業務の質の向上を図るため、要保護児童対策調整機関の調整担当者を対象に

研修を実施した。なお、本研修は、児童福祉法第２５条の２第８項に規定する研修に該当する。 

 

 

 

開催日 主な内容 参加者数 

R6.9.20 子ども虐待対応    51名 

R6.10.1 児童相談所の役割と連携、子どもの所属機関の役割と連携、母子保健の役割

と保健機関との連携、子どもの生活に関する諸問題 

   55名 

R6.10.11 ソーシャルワークの基本、子どもと家庭の生活に関する法令と制度の理解と

活用、子ども家庭相談援助制度及び実施体制、子どもの成長、発達と生育環

境 

50名 

R6.11.1 社会的養護と市町村の役割、子どもの権利擁護と倫理、要保護児童対策地域

協議会の運営/会議の運営とケース管理 

   54名 

R6.11.7 

R6.11.15 

安全パートナリング基礎（同内容で２回実施）    53名 
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（３）市町村等連絡会議 

 各児童相談所において、管内市町村の児童福祉担当等関係機関との連携強化を図るため、連絡会議を開催

している。 

 

児 相 開催日 会議名 主な内容 参加者数 

久留米 R6.7.5 管内市町村要保護児童対策

地域協議会 

家庭支援事業の実施状況 

一時保護時の司法審査の開始について 

その他の情報支援 

27名 

宗 像 R6.12.20 管内市町村要対協連絡会議 要対協の活動状況、リスクアセスメン

トシート、進行管理台帳 他 

32名 

 ※その他の市町村に対する専門的支援の例 

  ・市町村における要保護児童対策地域協議会への支援（代表者会議での啓発・情報共有、実務者会議で

の専門的助言等） 

・事例検討専門委員会等への参加 

  ・個別ケースを通じた助言指導、同行訪問等の専門的支援など 

  ・市町村からの依頼による民生委員児童委員研修等への講師派遣、視察見学の受入れ 

 

（４）児童福祉司任用前講習会（福岡児童相談所主催） 

新たに児童福祉司に任用された児童相談所職員及び市町村職員の希望者を対象に、児童福祉に関する基

礎的な知識と技能を習得するため、講習会を実施した。なお、本講習会は児童福祉法第１３条第３項第７号

の厚生労働大臣が定める講習会に該当する。                     

 

 

開催日 主な内容 参加者数 

R6.4.30 非行対応の基本、子どもの権利擁護、児童相談所における方針決定の過程、

行政権限の行使と司法手続き 

   88名 

R6.5.2 社会的養護における自立支援、社会的養護制度について、子ども虐待対応の

基本 

   87名 

  R6.5.13 子ども家庭相談援助制度及び実施体制、子ども家庭福祉における倫理的配慮

、関係機関との連携・協働と在宅支援 

   82名 

R6.5.24 子どもの成長・発達と生育環境、ソーシャルワークの基本、障がい者支援の

現状 

   89名 

R6.5.30 里親制度及び里親委託推進について、安全パートナリング超入門    78名 
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（５）児童福祉司任用後研修（福岡児童相談所主催） 

 児童相談所の児童福祉司を対象に、さらなる専門性の確保・向上を図ることを目的とし、児童福祉司任用

後研修を実施した。なお、本研修は児童福祉法第１３条第９項に規定する研修に該当する。 

 

 

開催日 主な内容 参加者数 

R6 9.20 子ども虐待対応    40名 

R6.10.18 行政権限の行使と司法手続き、社会的養護における自立支援    38名 

R6.11.7 

R6.11.15 

安全パートナリング基礎（同内容で２回実施）     41名 

  R6.11.29 愛着障がいの理解と対応、児童相談所のおける方針決定の過程、少年非行へ

の対応 

   40名 

R6.12.5 

R6.12.10 

安全パートナリングフォローアップ（同内容で２回実施）    40名 

（※9.20、11.7、11.15は要保護児童対策調整機関の調整担当者研修との合同開催、12.5、12.10 は児童相

談所職員研修との合同開催） 

  

（６）児童相談所職員専門研修（福岡児童相談所主催） 

 虐待相談件数は増加の一途をたどり、その相談内容や一時保護児童の対応について困難な事例が増加して

いる。こうした中、迅速かつ的確に対応する高度な専門性を確保するため、特に専門的な知識・技術を要す

る内容に関して、継続的かつ実践的にケース対応スキルを充実させることを目的に専門研修を実施した。 

       ○必須研修 

開催日 研修テーマ 講 師 参加者数 

R6.11.7 

R6.11.15 

安全パートナリング 基礎研修 福岡県児童相談所研修委員会委員等 

基礎研修班 

 94名 

R6.12.5 

R6.12.10 

安全パートナリング フォローア

ップ研修 

福岡県児童相談所研修委員会委員等 

基礎研修班 

 100名 

 係長・副長向けスーパーバイザー

研修 

※必須研修及び特別研修の一部との

合同開催 

延べ27名 

    

○特別研修 

開催日 研修テーマ 講 師 参加者数 

R6.6.6 

R6.6.7 

解決志向面接トレーニング（２回） そだちと臨床研究会 

代表 菅野 道英 氏 

81名 

R6.7.5 児童相談所における性的虐待ガイド

ラインに関する研修 

愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

38名 

 

R6.8.23 初期被害調査面接研修 愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

22名 

R6.9.13 

R6.10.31 

サインズ・オブ・セーフティアプロ

ーチ研修（２回） 

立正大学社会福祉学部社会福祉学科 

教授 鈴木 浩之 氏 

32名 
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（３）市町村等連絡会議 

 各児童相談所において、管内市町村の児童福祉担当等関係機関との連携強化を図るため、連絡会議を開催

している。 

 

児 相 開催日 会議名 主な内容 参加者数 

久留米 R6.7.5 管内市町村要保護児童対策

地域協議会 

家庭支援事業の実施状況 

一時保護時の司法審査の開始について 

その他の情報支援 

27名 

宗 像 R6.12.20 管内市町村要対協連絡会議 要対協の活動状況、リスクアセスメン

トシート、進行管理台帳 他 

32名 

 ※その他の市町村に対する専門的支援の例 

  ・市町村における要保護児童対策地域協議会への支援（代表者会議での啓発・情報共有、実務者会議で

の専門的助言等） 

・事例検討専門委員会等への参加 

  ・個別ケースを通じた助言指導、同行訪問等の専門的支援など 

  ・市町村からの依頼による民生委員児童委員研修等への講師派遣、視察見学の受入れ 

 

（４）児童福祉司任用前講習会（福岡児童相談所主催） 

新たに児童福祉司に任用された児童相談所職員及び市町村職員の希望者を対象に、児童福祉に関する基

礎的な知識と技能を習得するため、講習会を実施した。なお、本講習会は児童福祉法第１３条第３項第７号

の厚生労働大臣が定める講習会に該当する。                     

 

 

開催日 主な内容 参加者数 

R6.4.30 非行対応の基本、子どもの権利擁護、児童相談所における方針決定の過程、

行政権限の行使と司法手続き 

   88名 

R6.5.2 社会的養護における自立支援、社会的養護制度について、子ども虐待対応の

基本 

   87名 

  R6.5.13 子ども家庭相談援助制度及び実施体制、子ども家庭福祉における倫理的配慮

、関係機関との連携・協働と在宅支援 

   82名 

R6.5.24 子どもの成長・発達と生育環境、ソーシャルワークの基本、障がい者支援の

現状 

   89名 

R6.5.30 里親制度及び里親委託推進について、安全パートナリング超入門    78名 
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（５）児童福祉司任用後研修（福岡児童相談所主催） 

 児童相談所の児童福祉司を対象に、さらなる専門性の確保・向上を図ることを目的とし、児童福祉司任用

後研修を実施した。なお、本研修は児童福祉法第１３条第９項に規定する研修に該当する。 

 

 

開催日 主な内容 参加者数 

R6 9.20 子ども虐待対応    40名 

R6.10.18 行政権限の行使と司法手続き、社会的養護における自立支援    38名 

R6.11.7 

R6.11.15 

安全パートナリング基礎（同内容で２回実施）     41名 

  R6.11.29 愛着障がいの理解と対応、児童相談所のおける方針決定の過程、少年非行へ

の対応 

   40名 

R6.12.5 

R6.12.10 

安全パートナリングフォローアップ（同内容で２回実施）    40名 

（※9.20、11.7、11.15は要保護児童対策調整機関の調整担当者研修との合同開催、12.5、12.10 は児童相

談所職員研修との合同開催） 

  

（６）児童相談所職員専門研修（福岡児童相談所主催） 

 虐待相談件数は増加の一途をたどり、その相談内容や一時保護児童の対応について困難な事例が増加して

いる。こうした中、迅速かつ的確に対応する高度な専門性を確保するため、特に専門的な知識・技術を要す

る内容に関して、継続的かつ実践的にケース対応スキルを充実させることを目的に専門研修を実施した。 

       ○必須研修 

開催日 研修テーマ 講 師 参加者数 

R6.11.7 

R6.11.15 

安全パートナリング 基礎研修 福岡県児童相談所研修委員会委員等 

基礎研修班 

 94名 

R6.12.5 

R6.12.10 

安全パートナリング フォローア

ップ研修 

福岡県児童相談所研修委員会委員等 

基礎研修班 

 100名 

 係長・副長向けスーパーバイザー

研修 

※必須研修及び特別研修の一部との

合同開催 

延べ27名 

    

○特別研修 

開催日 研修テーマ 講 師 参加者数 

R6.6.6 

R6.6.7 

解決志向面接トレーニング（２回） そだちと臨床研究会 

代表 菅野 道英 氏 

81名 

R6.7.5 児童相談所における性的虐待ガイド

ラインに関する研修 

愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

38名 

 

R6.8.23 初期被害調査面接研修 愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

22名 

R6.9.13 

R6.10.31 

サインズ・オブ・セーフティアプロ

ーチ研修（２回） 

立正大学社会福祉学部社会福祉学科 

教授 鈴木 浩之 氏 

32名 
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R6.12.13 DV対応と児童虐待との連携に向けた

合同研修会 

弁護士法人女性協同法律事務所 

弁護士 松浦 恭子 氏 

60名 

R6.12.23 被害事実確認面接（NICHDプロトコ

ル）修了者研修 

愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

15名 

R6.2.14 被害事実確認面接（NICHDプロトコ

ル）フォローアップ研修 

愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

30名 

R6.3.7 被害事実確認面接研修 愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

株式会社AiCAN代表取締役／CEO 

髙岡 昂太 氏 

26名 

（※特別研修のうち解決志向面接トレーニングは、係長・副長向けスーパーバイザー研修との合同開催） 

 

（７）里親研修 

  各児童相談所において、管内登録里親等を対象に研修を行っている。 

 また、養子縁組里親の認定要件として受講が義務化されている養子縁組里親登録前研修を養育里親登録前

研修と同時に開催した。 

○管内登録里親等を対象とした研修の実施状況  

児相 開催日 研修テーマ 講 師 参加者数 

福 岡 R6.5.25 

 

 

R6.9.8 

里親スキルアップ研修 

 

 

里親スキルアップ研修 

NPO法人子どもアドボカシー

センター福岡理事長・弁護士   

安孫子 健輔 氏 

臨床心理士・スクールカウン

セラー 鈴田 英彦 氏 

11名 

 

 

13名 

久留米 

大牟田 

R6.8.24 

 

R7.1.25 

アドボカシーの研修 

TOKETAワークショップ→里親家庭の

子どもたちとのコミュニケーション

ツール 

にじいろCAP 田原 泉 氏 
 
九州大学准教授  

田北 雅裕 氏 

10名 

 

10名 

田 川 

京 築 

R6.5.19 

R6.7.28 

R6.10.6 

R6.12.15 

R7.3.9 

里親スキルアップ研修 

里親スキルアップ研修 

里親スキルアップ研修 

里親スキルアップ研修 

里親スキルアップ研修 

フォスタリング機関そわか 

フォスタリング機関そわか 

福岡大学 本山 智敬 氏 

福岡大学 本山 智敬 氏 

フォスタリング機関そわか 

11名 

5名 

5名 

9名 

14名 

宗 像 R6.5.28～ 

R7.3.21 

里親スキルアップ研修 

（全14回） 

里親支援機関リンク 

児童相談所職員 

弁護士 

42名 
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○養育里親・養子縁組里親基礎研修及び養育里親・養子縁組里親登録前研修（講義及び演習） 

 
養育里親研修 養子縁組里親研修 

養育・養子縁組

里親研修 
合計 

基礎研修 
登録前

研修 
基礎研修 

登録前

研修 
基礎研修 

登録前

研修 
基礎研修 

登録前

研修 

福 岡 

延実施

回数 
11 11 2 2 2 3 15 16 

延参加

人数 
35 36 6 6 4 8 45 50 

久留米

・大牟

田 

延実施

回数 
22 29 2 2 4 6 28 37 

延参加

人数 
31 41 4 7 4 19 39 71 

田 川 

・京 築 

延実施

回数 
4 7 1 2 0 0 5 9 

延参加

人数 
6 8 2 2 0 0 8 10 

宗 像 

延実施

回数 
3 4 0 0 0 0 3 4 

延参加

人数 
9 16 0 0 0 0 9 16 

 

 

○養育里親・養子縁組里親基礎研修及び養育里親・養子縁組里親登録前研修（実習） 

 福 岡 久留米 ・ 大牟田 田川 ・ 京築 宗 像 

 延実施

回 数 

延参加

人 数 

延実施

回 数 

延参加

人 数 

延実施

回 数 

延参加

人 数 

延実施

回 数 

延参加

人 数 

基礎研修 13 44 2 7 3 10 2 8 

登録前研修 22 40 26 34 8 12 8 12 
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R6.12.13 DV対応と児童虐待との連携に向けた

合同研修会 

弁護士法人女性協同法律事務所 

弁護士 松浦 恭子 氏 

60名 

R6.12.23 被害事実確認面接（NICHDプロトコ

ル）修了者研修 

愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

15名 

R6.2.14 被害事実確認面接（NICHDプロトコ

ル）フォローアップ研修 

愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

30名 

R6.3.7 被害事実確認面接研修 愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

株式会社AiCAN代表取締役／CEO 

髙岡 昂太 氏 

26名 

（※特別研修のうち解決志向面接トレーニングは、係長・副長向けスーパーバイザー研修との合同開催） 

 

（７）里親研修 

  各児童相談所において、管内登録里親等を対象に研修を行っている。 

 また、養子縁組里親の認定要件として受講が義務化されている養子縁組里親登録前研修を養育里親登録前

研修と同時に開催した。 

○管内登録里親等を対象とした研修の実施状況  

児相 開催日 研修テーマ 講 師 参加者数 

福 岡 R6.5.25 

 

 

R6.9.8 

里親スキルアップ研修 

 

 

里親スキルアップ研修 

NPO法人子どもアドボカシー

センター福岡理事長・弁護士   

安孫子 健輔 氏 

臨床心理士・スクールカウン

セラー 鈴田 英彦 氏 

11名 

 

 

13名 

久留米 

大牟田 

R6.8.24 

 

R7.1.25 

アドボカシーの研修 

TOKETAワークショップ→里親家庭の

子どもたちとのコミュニケーション

ツール 

にじいろCAP 田原 泉 氏 
 
九州大学准教授  

田北 雅裕 氏 

10名 

 

10名 

田 川 

京 築 

R6.5.19 

R6.7.28 

R6.10.6 

R6.12.15 

R7.3.9 

里親スキルアップ研修 

里親スキルアップ研修 

里親スキルアップ研修 

里親スキルアップ研修 

里親スキルアップ研修 

フォスタリング機関そわか 

フォスタリング機関そわか 

福岡大学 本山 智敬 氏 

福岡大学 本山 智敬 氏 

フォスタリング機関そわか 

11名 

5名 

5名 

9名 

14名 

宗 像 R6.5.28～ 

R7.3.21 

里親スキルアップ研修 

（全14回） 

里親支援機関リンク 

児童相談所職員 

弁護士 

42名 
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○養育里親・養子縁組里親基礎研修及び養育里親・養子縁組里親登録前研修（講義及び演習） 

 
養育里親研修 養子縁組里親研修 

養育・養子縁組

里親研修 
合計 

基礎研修 
登録前

研修 
基礎研修 

登録前

研修 
基礎研修 

登録前

研修 
基礎研修 

登録前

研修 

福 岡 

延実施

回数 
11 11 2 2 2 3 15 16 

延参加

人数 
35 36 6 6 4 8 45 50 

久留米

・大牟

田 

延実施

回数 
22 29 2 2 4 6 28 37 

延参加

人数 
31 41 4 7 4 19 39 71 

田 川 

・京 築 

延実施

回数 
4 7 1 2 0 0 5 9 

延参加

人数 
6 8 2 2 0 0 8 10 

宗 像 

延実施

回数 
3 4 0 0 0 0 3 4 

延参加

人数 
9 16 0 0 0 0 9 16 

 

 

○養育里親・養子縁組里親基礎研修及び養育里親・養子縁組里親登録前研修（実習） 

 福 岡 久留米 ・ 大牟田 田川 ・ 京築 宗 像 

 延実施

回 数 

延参加

人 数 

延実施

回 数 

延参加

人 数 

延実施

回 数 

延参加

人 数 

延実施

回 数 

延参加

人 数 

基礎研修 13 44 2 7 3 10 2 8 

登録前研修 22 40 26 34 8 12 8 12 
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○養育里親・養子縁組里親更新研修（講義及び演習） 

開催日 

開催場所 
研修テーマ 講 師 

参加 

者数 

R7.2.7 

（北筑後教育事務所） 

R7.2.9 

（福岡児相） 

R7.2.18 

（田川児相） 

R7.3.9 

（福岡児相） 

・児童福祉制度論・養育原理 

 

・発達心理学・小児医学 

 

・里親養育援助技術 

 

・里親養育演習 

・社会福祉法人 慈愛会 

 

・社会福祉法人 慈愛会 心理士 

 

・NPO法人にじいろCAP 

 

・NPO法人にじいろCAP 

63名 

 

 

○専門里親更新研修（講義及び演習の２日間） 

開催日 

開催場所 
研修テーマ 講 師 

参加

者数 

R7.2.19 

（福岡児相） 

・事例検討 

・児童の権利擁護に関すること 

・社会福祉法人 慈愛会 

・NPO法人にじいろCAP 

3名 
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○養育里親・養子縁組里親更新研修（講義及び演習） 

開催日 

開催場所 
研修テーマ 講 師 

参加 

者数 

R7.2.7 

（北筑後教育事務所） 

R7.2.9 

（福岡児相） 

R7.2.18 

（田川児相） 

R7.3.9 

（福岡児相） 

・児童福祉制度論・養育原理 

 

・発達心理学・小児医学 

 

・里親養育援助技術 

 

・里親養育演習 

・社会福祉法人 慈愛会 

 

・社会福祉法人 慈愛会 心理士 

 

・NPO法人にじいろCAP 

 

・NPO法人にじいろCAP 

63名 

 

 

○専門里親更新研修（講義及び演習の２日間） 

開催日 

開催場所 
研修テーマ 講 師 

参加

者数 

R7.2.19 

（福岡児相） 

・事例検討 

・児童の権利擁護に関すること 

・社会福祉法人 慈愛会 

・NPO法人にじいろCAP 

3名 
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別
表
１
　
経
路
別
相
談
受
付

児 童 相 談 所

福 祉 事 務 所

保 健 セ ン タ ー

そ  の  他

福 祉 事 務 所

児 童 委 員

保 健 セ ン タ ー

そ  の  他

保 育 所

児 童 福 祉 施 設

　 医 療 機 関

　 指 定 発 達 支 援

保 健 所

医 療 機 関

幼 稚 園

学  校

教 育 委 員 会 等

措 置 変 更

期 間 延 長

巡 回 相 談

電 話 相 談

北
 九

 州
 市

1
4
0

3
0
5

4
3

2
7

0
1

1
5

9
9

1
2
0

0
0

0
1
,5

4
2

0
0

1
0
3

1
8

5
3
2

6
1
6

1
3
,5

6
5

3
6
2

1
4
7

1
7
0

7
,1

7
6

2
2

4
7

1
6
9

2
,8

9
9

福
  
 岡

  
 市

1
6
7

9
7
7

0
2
3
8

0
0

0
1

2
2

1
6

0
0

3
2
,4

8
7

2
5

1
4
6

8
0

3
1
9
6

2
1
1

6
1
,5

4
1

5
0
0

1
9
8

7
0

6
,6

8
9

0
0

0
1
,2

3
2

別
表
２
　
相
談
種
別
受
付

児 童 虐 待 相 談

そ の 他 の 相 談

肢 体 不 自 由 相 談

視 聴 覚 障 が い 相 談

言 語 発 達 障 が い 等 相 談

重 症 心 身 障 が い 相 談

知 的 障 が い 相 談

発 達 障 が い 相 談

ぐ 犯 行 為 等 相 談

触 法 行 為 等 相 談

性 格 行 動 相 談

不 登 校 相 談

適 性 相 談

育 児 ・ し つ け 相 談

北
 九

 州
 市

2
,9

4
1

6
8
0

1
1
1

0
1
7
3

8
1

2
,3

0
2

1
6
5

4
6

5
1

5
5
0

5
1

3
2
1

1
0
0

7
,1

7
6

福
  
 岡

  
 市

3
,3

6
7

4
5
6

9
1
2

1
8
8

3
5

2
,0

7
2

2
2

1
0
9

8
5

2
2
3

1
9
1

2
1
5

2
6
,6

8
9

そ  の  他

計

家 庭 裁 判 所

保
健

所
及

び
医

療
機

関
学

校
等

里 親

都
道

府
県

市
町

村
児

 童
 福

 祉
 施

 設
 ・

指
定

発
達

支
援

医
療

機
関

養
護

相
談

障
　

が
　

い
　

相
　

談
非

行
相

談
育

　
成

　
相

　
談

再
　

　
　

掲
（ 通 告 の 仲 介 を 含 む ）

児 　 童 　 委 　 員

家  族 ・ 親  戚

近  隣 ・ 知  人

児  童  本  人

警 察 署

２
　
令
和
６
年
度
政
令
指
定
都
市
統
計
資
料

　
　

　
 　

資
料

提
供

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
北

九
州

市
子

ど
も

総
合

セ
ン

タ
ー

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
福

岡
市

こ
ど

も
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー

計

保  健  相  談

そ  の  他

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

認 定 こ ど も 園

— 46 —



別
表
１
　
経
路
別
相
談
受
付

児 童 相 談 所

福 祉 事 務 所

保 健 セ ン タ ー

そ  の  他

福 祉 事 務 所

児 童 委 員

保 健 セ ン タ ー

そ  の  他

保 育 所

児 童 福 祉 施 設

　 医 療 機 関

　 指 定 発 達 支 援

保 健 所

医 療 機 関

幼 稚 園

学  校

教 育 委 員 会 等

措 置 変 更

期 間 延 長

巡 回 相 談

電 話 相 談

北
 九

 州
 市

1
4
0

3
0
5

4
3

2
7

0
1

1
5

9
9

1
2
0

0
0

0
1
,5

4
2

0
0

1
0
3

1
8

5
3
2

6
1
6

1
3
,5

6
5

3
6
2

1
4
7

1
7
0

7
,1

7
6

2
2

4
7

1
6
9

2
,8

9
9

福
  
 岡

  
 市

1
6
7

9
7
7

0
2
3
8

0
0

0
1

2
2

1
6

0
0

3
2
,4

8
7

2
5

1
4
6

8
0

3
1
9
6

2
1
1

6
1
,5

4
1

5
0
0

1
9
8

7
0

6
,6

8
9

0
0

0
1
,2

3
2

別
表
２
　
相
談
種
別
受
付

児 童 虐 待 相 談

そ の 他 の 相 談

肢 体 不 自 由 相 談

視 聴 覚 障 が い 相 談

言 語 発 達 障 が い 等 相 談

重 症 心 身 障 が い 相 談

知 的 障 が い 相 談

発 達 障 が い 相 談

ぐ 犯 行 為 等 相 談

触 法 行 為 等 相 談

性 格 行 動 相 談

不 登 校 相 談

適 性 相 談

育 児 ・ し つ け 相 談

北
 九

 州
 市

2
,9

4
1

6
8
0

1
1
1

0
1
7
3

8
1

2
,3

0
2

1
6
5

4
6

5
1

5
5
0

5
1

3
2
1

1
0
0

7
,1

7
6

福
  
 岡

  
 市

3
,3

6
7

4
5
6

9
1
2

1
8
8

3
5

2
,0

7
2

2
2

1
0
9

8
5

2
2
3

1
9
1

2
1
5

2
6
,6

8
9

そ  の  他

計

家 庭 裁 判 所

保
健

所
及

び
医

療
機

関
学

校
等

里 親

都
道

府
県

市
町

村
児

 童
 福

 祉
 施

 設
 ・

指
定

発
達

支
援

医
療

機
関

養
護

相
談

障
　

が
　

い
　

相
　

談
非

行
相

談
育

　
成

　
相

　
談

再
　

　
　

掲
（ 通 告 の 仲 介 を 含 む ）

児 　 童 　 委 　 員

家  族 ・ 親  戚

近  隣 ・ 知  人

児  童  本  人

警 察 署

２
　
令
和
６
年
度
政
令
指
定
都
市
統
計
資
料

　
　

　
 　

資
料

提
供

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
北

九
州

市
子

ど
も

総
合

セ
ン

タ
ー

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
福

岡
市

こ
ど

も
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー

計

保  健  相  談

そ  の  他

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

認 定 こ ど も 園

別
表
３
　
相
談
対
応
状
況

家 裁 送 致 （ 再 掲 ）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

北
 九

 州
 市

6
,3

1
4

2
1
4

1
3
1

6
0

0
0

5
1
2

0
0

4
1

0
0

0
3
2

2
5
3

3
3

7
,3

3
8

福
  
 岡

  
 市

4
,5

1
5

5
7
9

2
8

1
1

0
0

0
8
5
3

2
5

0
2
7

0
1

0
1
1

1
5
1

5
8
7

6
,6

8
9

別
表
４
　
養
護
相
談
対
応
件
数
の
理
由
別
状
況

虐 　 待

そ の 他

北
 九

 州
 市

4
5

6
3

5
2

2
,9

7
7

2
9
4

3
3
4

3
,7

1
1

福
  
 岡

  
 市

2
1

0
7
0

3
,3

6
7

2
4
4

1
3
9

3
,8

2
3

別
表
５
　
一
時
保
護
児
童
の
相
談
別
状
況

養 　 　  護

障 が い

非 　 　  行

育 　 　  成

保 健 ・ そ の 他

計

北
 九

 州
 市

3
1
1

0
3
2

2
7

6
3
7
6

福
  
 岡

  
 市

2
3
0

0
7
4

4
7

0
3
5
1

市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致

面
接

指
導

児
童

福
祉

施
設

里 　 親 　 委 　 託

延 べ 日 数

福 祉 事 務 所 送 致 ・ 通 知

訓 　 戒 ・ 誓 　 約

7
,4

4
4

6
,5

3
6

助 　 言 　 指 　 導

継 　 続 　 指 　 導

他 機 関 あ っ せ ん

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

第 4 号 に よ る 家 裁 送 致

法 第 ２ ７ 条 第 １ 項

障 が い 児 施 設 等 へ の 利 用 契 約

そ 　 　 の 　 　 他

計

入 　 　 　 　  所

通 　 　 　 　  所

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委 託

家
族

環
境

計

家 出 （ 含 失 踪 ）

死 　 亡

離 　 婚

傷 病 （ 含 入 院 ）

そ の 他

指 導 　 ・ 　 指 導 委 託

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

— 47 —



３
　
児

童
福

祉
施

設
一

覧

　
乳

　
児

　
院

(令
和

７
年

４
月

１
日

現
在

)

施
　

　
　

設
　

　
　

名
郵

便
番

号
所

　
　

　
在

　
　

　
地

経
　

営
　

主
　

体
定

員
施

設
認

可
年

月
日

電
話

番
号

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

清
心

乳
児

園
8
3
0
-
1
2
2
6

 三
井

郡
大

刀
洗

町
大

字
山

隈
3
7
7

 （
社

福
）
慈

愛
会

2
0

S
5
7
. 

4
. 

1
(0

9
4
2
) 

7
7
-
3
1
3
2

(0
9
4
2
) 

7
7
-
4
1
2
7

鞍
手

乳
児

院
8
0
7
-
1
3
0
5

 鞍
手

郡
鞍

手
町

大
字

新
延

4
4
8
-
1
1

 （
社

福
）
鞍

手
児

童
福

祉
会

3
0

S
2
7
. 

6
.1

0
(0

9
4
9
) 

4
2
-
0
2
4
6

(0
9
4
9
) 

4
2
-
0
2
4
0

甘
木

山
乳

児
院

8
3
7
-
0
9
0
5

 大
牟

田
市

大
字

甘
木

1
1
5
8

 （
社

福
）
甘

木
山

学
園

2
0

S
4
6
. 

6
. 

1
(0

9
4
4
) 

5
8
-
0
9
5
2

(0
9
4
4
) 

5
8
-
0
2
0
7

北
九

州
乳

児
院

8
0
2
-
0
8
0
5

 北
九

州
市

小
倉

南
区

八
幡

町
1
1
-
7

 （
社

福
）
鳳

雲
会

3
2

S
4
7
. 

2
. 

1
(0

9
3
) 

9
4
1
-
4
0
5
3

(0
9
3
) 

9
4
1
-
4
0
9
1

福
岡

乳
児

院
8
1
2
-
0
8
7
3

 福
岡

市
博

多
区

西
春

町
1
-
1
-
1
4

 （
社

福
）
福

岡
県

社
会

事
業

団
2
8

S
2
2
. 

2
.1

5
(0

9
2
) 

5
7
3
-
7
0
2
5

(0
9
2
) 

5
9
3
-
6
6
6
1

福
岡

子
供

の
家

　
み

ず
ほ

乳
児

院
8
1
4
-
0
1
5
3

 福
岡

市
城

南
区

樋
井

川
6
-
2
4
-
1
6

 （
社

福
）
仏

心
会

1
2

H
1
4
. 

1
1
. 

1
(0

9
2
) 

8
7
1
-
6
1
7
2

(0
9
2
) 

8
7
1
-
6
1
7
3

　
児

童
養

護
施

設

報
恩

母
の

家
8
1
1
-
4
2
3
1

 遠
賀

郡
岡

垣
町

海
老

津
3
-
8
-
1

 （
社

福
）
日

本
傷

痍
者

更
生

会
6
0

S
2
1
.1

2
. 

1
(0

9
3
) 

2
8
2
-
0
0
0
1

(0
9
3
) 

2
8
2
-
0
0
1
6

若
  

葉
  

荘
8
1
1
-
2
5
0
3

 糟
屋

郡
久

山
町

大
字

猪
野

1
6
1
0
番

地
5
9

 （
社

福
）
久

山
福

祉
協

会
5
0

S
2
5
.1

0
. 

1
(0

9
2
) 

9
7
6
-
0
1
7
1

(0
9
2
) 

9
7
6
-
0
1
7
1

久
留

米
天

使
園

8
3
9
-
0
8
5
1

 久
留

米
市

御
井

町
2
1
8
7

 （
社

福
）
聖

嬰
会

6
0

S
2
3
. 

1
. 

1
(0

9
4
2
) 

4
3
-
3
4
1
8

(0
9
4
2
) 

4
3
-
1
7
6
1

古
 処

 学
 園

8
3
8
-
0
0
1
1

 朝
倉

市
秋

月
野

鳥
5
3
9

 （
社

福
）
古

処
学

園
4
0

S
2
3
.1

2
.1

8
(0

9
4
6
) 

2
5
-
0
5
1
6

(0
9
4
6
) 

2
5
-
1
7
4
5

清
心

慈
愛

園
8
3
0
-
1
2
2
6

 三
井

郡
大

刀
洗

町
大

字
山

隈
3
7
7

 （
社

福
）
慈

愛
会

5
0

S
2
5
. 

4
. 

1
(0

9
4
2
) 

7
7
-
1
5
3
8

(0
9
4
2
) 

7
7
-
3
8
1
0

ひ
ば

り
が

丘
学

園
8
3
8
-
0
0
5
8

 朝
倉

市
馬

田
3
2
4
6

 （
社

福
）
朝

倉
社

会
事

業
協

会
6
0

S
2
6
. 

3
. 

1
(0

9
4
6
) 

2
2
-
2
9
0
7

(0
9
4
6
) 

2
4
-
9
0
3
7

田
川

湯
山

荘
8
2
2
-
1
4
0
3

 田
川

郡
香

春
町

大
字

高
野

6
9
9

 （
社

福
）
嘉

穂
郡

社
会

福
祉

協
会

6
0

S
2
7
. 

7
.3

0
(0

9
4
7
) 

3
2
-
2
0
1
0

(0
9
4
7
) 

3
2
-
3
2
1
9

嘉
 麻

 学
 園

　
8
2
0
-
0
2
0
1

 嘉
麻

市
漆

生
2
3
4
7
-
1

 （
社

福
）
嘉

穂
郡

社
会

福
祉

協
会

5
0

S
3
0
. 

4
. 

1
(0

9
4
8
) 

4
2
-
0
3
0
9

(0
9
4
8
) 

4
2
-
8
3
7
4

誠
 慈

 学
 園

8
2
4
-
0
5
1
1

 田
川

郡
大

任
町

大
字

今
任

原
3
5
9
6

 （
社

福
）
誠

慈
会

4
0

S
3
7
.1

2
. 

1
(0

9
4
7
) 

6
3
-
2
5
7
3

(0
9
4
7
) 

6
3
-
2
5
0
2

甘
木

山
学

園
8
3
7
-
0
9
0
5

 大
牟

田
市

大
字

甘
木

1
1
5
8

 （
社

福
）
甘

木
山

学
園

7
5

S
3
2
.1

2
. 

9
(0

9
4
4
) 

5
8
-
0
2
0
5

(0
9
4
4
) 

5
8
-
1
1
0
6

白
 梅

 学
 園

8
3
2
-
0
0
0
7

 柳
川

市
金

納
4
1
6

 （
社

福
）
学

正
会

7
7

S
3
5
. 

1
. 

1
(0

9
4
4
) 

7
3
-
3
4
6
4

(0
9
4
4
) 

7
3
-
1
3
0
9

聖
小

崎
ホ

ー
ム

8
0
7
-
0
8
1
5

 北
九

州
市

八
幡

西
区

本
城

東
3
-
2
-
3
5

 （
社

福
）
カ

ト
リ
ッ

ク
社
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事

業
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5
0

S
2
2
.4
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1

(0
9
3
) 

6
9
1
-
0
1
0
7

(0
9
3
) 

6
9
1
-
0
1
2
4

若
松

児
童

ホ
ー

ム
8
0
8
-
0
0
6
1

 北
九

州
市

若
松

区
大

池
町

1
-
1

 （
社

福
）
若

松
児

童
ホ

ー
ム

5
3

S
2
4
. 

6
.1

6
(0

9
3
) 

7
6
1
-
3
0
9
6

(0
9
3
) 

7
6
1
-
0
6
5
6

門
司

ヶ
関

学
園

8
0
0
-
0
1
1
2

 北
九

州
市

門
司

区
大

字
畑

1
8
0
8
-
6

 （
社

福
）
北

九
州

市
門

司
民

生
事

業
協

会
6
1

S
2
5
.1

0
. 

1
(0

9
3
) 

4
8
3
-
1
6
8
5

(0
9
3
) 

4
8
3
-
1
6
8
6

天
使

育
児

園
8
0
0
-
0
0
4
6

 北
九

州
市

門
司

区
光

町
1
-
4
-
1
3

 （
社

福
）
カ

リ
タ

ス
の

園
6
0

S
2
5
.1

2
.1

3
(0

9
3
) 

3
8
1
-
0
2
4
4

(0
9
3
) 

3
8
1
-
0
2
3
7

暁
の

鐘
学

園
8
0
8
-
0
1
4
3

 北
九

州
市

若
松

区
青

葉
台

西
6
-
1
-
4

 （
社

福
）
高

塔
会

3
4

S
2
7
. 

5
. 

1
(0

9
3
) 

4
8
2
-
8
8
8
1

(0
9
3
) 

4
8
2
-
8
8
8
2

双
 葉

 学
 園

8
0
3
-
0
2
7
3

 北
九

州
市

小
倉

南
区

長
行

東
3
-
1
3
-
2
8

 （
社

福
）
双

葉
会

3
7

S
2
1
.1

0
. 

1
(0

9
3
) 

4
5
1
-
1
1
4
5

(0
9
3
) 

4
5
2
-
1
4
4
1

双
葉

学
園

み
の

り
8
0
6
-
0
0
1
7

 北
九

州
市

八
幡

西
区

西
川

頭
町

3
-
5

 （
社

福
）
双

葉
会

4
5

H
3
0
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1

(0
9
3
) 

6
6
3
-
7
5
7
5

(0
9
3
) 

6
6
3
-
6
6
5
5

和
白

青
松

園
8
1
1
-
0
2
0
1

 福
岡

市
東

区
三

苫
2
-
3
0
-
1

 （
社

福
）
福

岡
県

社
会

事
業

団
4
2

S
2
1
. 

6
. 

1
(0

9
2
) 

6
0
6
-
2
1
0
9
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9
2
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6
0
7
-
7
4
2
1
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3
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社

福
）
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岡
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4
8
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2
1
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1
0
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1
(0

9
2
) 

6
2
1
-
2
2
4
1

(0
9
2
) 

6
2
9
-
5
5
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9

福
岡

子
供

の
家

8
1
1
-
1
1
3
1

 福
岡

市
早

良
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西
1
番

地
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福
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2
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. 
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(0

9
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-
0
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2
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2
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9
4
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5
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（
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所
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-
0
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社

福
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H
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2
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2
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2
4
0
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9
4
2
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5
3
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3

福
岡

市
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児
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理

治
療

施
設

8
1
1
-
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0
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5
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岡
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中
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区
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行

浜
2
-
1
-
2
8
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社

福
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く
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2
0
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2
．
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．

1
(0

9
2
) 

7
0
7
-
7
5
6
6

(0
9
2
) 

7
0
7
-
5
3
0
3

福
岡

市
立

児
童

心
理

治
療
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設
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通

所
部

）
8
1
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-
0
0
6
5

 福
岡

市
中

央
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行
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2
-
1
-
2
8
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社

福
）
く
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2
0

R
2
．

4
．

1
(0

9
2
) 

7
0
7
-
7
5
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6
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7
0
7
-
5
3
0
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児
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施
設

（
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型
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あ
す

な
ろ

学
園

8
0
3
-
0
1
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6
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九

州
市
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倉

南
区
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字

新
道

寺
1
1
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0
-
1
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社

福
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す
な

ろ
学

園
3
0

S
4
2
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6
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1
(0

9
3
) 

4
5
1
-
1
0
3
1

(0
9
3
) 
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5
1
-
3
5
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0

小
郡

学
園

8
3
0
-
1
2
1
2
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郡
大

刀
洗

町
大

字
甲

条
1
8
3
2
-
5
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社

福
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郡
学

園
2
0
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3
8
. 

6
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1
(0

9
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-
2
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8
9
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9
4
2
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7
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2
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-
0
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州
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若
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区
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6
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社

福
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九
州

市
福

祉
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業
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3
0

S
4
6
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0
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1
(0

9
3
) 

6
0
1
-
2
2
6
1

(0
9
3
) 

6
0
1
-
0
3
5
3

桜
園

 児
童

部
8
3
3
-
0
0
5
3
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市
大

字
西

牟
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6
3
6
5
-
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社

福
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園
2
0

S
3
7
. 

7
. 

1
(0

9
4
2
) 

5
3
-
8
3
4
2

(0
9
4
2
) 

5
3
-
9
7
3
3

新
開

学
園

8
1
4
-
0
1
6
1

 福
岡

市
早

良
区

飯
倉

5
-
1
5
-
1

 (
公

財
)福

岡
県

児
童

福
祉

協
会

1
5

S
2
4
.1

2
.1

7
(0

9
2
) 

8
7
1
-
1
9
7
0

(0
9
2
) 

8
7
1
-
8
7
3
0

生
明

学
園

8
1
4
-
0
1
6
1

 福
岡

市
早

良
区

飯
倉

5
-
1
5
-
1

 (
公

財
)福

岡
県

児
童

福
祉

協
会

7
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2
4
.1

2
.1

7
(0

9
2
) 

8
6
2
-
6
6
8
8

(0
9
2
) 

8
7
1
-
8
7
3
0
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二

白
梅

学
園

8
3
2
-
0
0
0
4

 柳
川

市
矢
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部

道
手

5
3
9
-
1

 (
社

福
)学

正
会

2
0

S
4
7
. 

4
. 

1
(0

9
4
4
) 

7
2
-
0
0
1
2

(0
9
4
4
) 

7
2
-
0
1
1
3

月
の

輪
学

園
8
7
1
-
0
9
2
6

 築
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郡
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毛
町
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原
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8
4
-
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 (
社

福
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輪
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3
0

S
4
0
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1
. 

1
(0

9
7
9
) 

7
2
-
2
1
8
1

(0
9
7
9
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7
2
-
4
2
4
1
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波
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園

8
2
0
-
0
0
5
1
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司
1
1
5
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 (
社

福
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波
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園
6
0

S
3
7
. 

4
. 

1
(0

9
4
8
) 

2
2
-
3
0
2
2

(0
9
4
8
) 

2
4
-
0
1
4
2

若
草

学
園

8
2
2
-
1
3
0
0

 田
川

郡
糸

田
町

4
0
1
0
-
1

 (
社

福
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草
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3
0

S
4
8
. 

4
. 

1
(0

9
4
7
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2
6
-
1
4
0
1

(0
9
4
7
) 

2
6
-
2
0
5
4

若
久

緑
園

8
1
5
-
0
0
4
2

 福
岡

市
南

区
若

久
2
-
3
-
5
1

 (
社

福
)共

栄
福

祉
会

4
0

S
2
2
. 

2
.1

5
(0

9
2
) 

5
5
1
-
4
0
1
1

(0
9
2
) 

5
5
1
-
4
0
1
2

　
障

が
い
児

入
所

施
設

（
医

療
型

）

医
療

型
障

が
い

児
入

所
施

設
　

虹
の

家
8
1
2
-
0
0
4
4

福
岡

市
博

多
区

千
代

一
丁

目
1
5
番

1
0
号

 （
社

福
)　

あ
き

の
会

5
6

R
2
. 

2
. 

1
(0

9
2
) 

6
5
1
-
7
3
2
5

(0
9
2
) 

6
5
1
-
2
4
2
0

こ
ど

も
療

育
セ

ン
タ

ー
新

光
園

8
1
1
-
0
1
1
9

 糟
屋

郡
新

宮
町

緑
ヶ

浜
4
-
2
-
1

 福
岡

県
1
1
0

S
2
8
. 

3
. 

1
(0

9
2
) 

9
6
2
-
2
2
3
1

(0
9
2
) 

9
6
2
-
3
1
1
3

ゆ
う

か
り

医
療

療
育

セ
ン

タ
ー

8
3
9
-
1
2
1
6

 久
留

米
市

田
主

丸
町

中
尾

1
2
7
4
-
1

 （
社

福
）
ゆ

う
か

り
学

園
1
5
0

S
3
2
. 

8
.3

1
(0

9
4
3
) 

7
3
-
0
1
5
2

(0
9
4
3
) 

7
3
-
0
5
2
4

柳
川

療
育

セ
ン

タ
ー

8
3
2
-
0
8
1
3

 柳
川

市
三

橋
町

棚
町

2
1
8
-
1

 (
社

福
）
高

邦
福

祉
会

1
1
0

H
1
0
. 

9
.3

0
(0

9
4
4
) 

7
3
-
0
0
3
9

(0
9
4
4
) 

7
3
-
0
0
5
9

久
山

療
育

園
重

症
児

者
医

療
療

育
セ

ン
タ

ー
8
1
1
-
2
5
0
1

 糟
屋

郡
久

山
町

大
字

久
原

1
8
6
9

 （
社

福
）
ﾊ

ﾞﾌ
ﾟﾃ

ｽ
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身
障

害
児

(者
)を

守
る

会
8
8

S
5
1
. 

9
.2

5
(0

9
2
) 

9
7
6
-
2
2
8
1

(0
9
2
) 

9
7
6
-
2
1
7
2

聖
ヨ

ゼ
フ

園
8
3
0
-
1
2
2
6

 三
井

郡
大

刀
洗

町
大

字
山

隈
3
7
4
-
1

 (
社

福
）
慈

愛
会

1
2
0

S
4
4
. 

4
. 

1
(0

9
4
2
) 

7
7
-
1
3
9
3

(0
9
4
2
) 

7
7
-
1
1
9
0

方
城

療
育

園
8
2
2
-
1
2
1
2

 田
川

郡
福

智
町

弁
城

4
1
9
3
-
1
5

 (
社

福
)方

城
福

祉
会

5
0

S
5
8
. 

9
.1

0
(0

9
4
7
) 

2
2
-
5
8
8
8

(0
9
4
7
) 

2
2
-
5
8
8
9
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な
た

家
8
0
7
-
1
1
4
4
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九

州
市

八
幡

西
区

真
名

子
2
-
2
-
1
2

 (
社

福
)絆

の
会

4
2

H
3
0
. 

4
. 

1
(0

9
3
)6

1
8
-
7
5
6
6

(0
9
3
)6

1
8
-
7
7
6
6

北
九

州
市

立
総

合
療

育
セ

ン
タ

ー
　

足
立

園
8
0
2
-
0
8
0
3

 北
九

州
市

小
倉

南
区

春
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丘
1
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号

 (
社

福
)北

九
州

市
福

祉
事
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団

9
9

H
 2
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4
. 

1
(0

9
3
) 

9
2
2
-
5
5
9
6

(0
9
3
) 

9
5
2
-
2
7
1
3

社
会

福
祉

法
人

杏
和

会
　

や
ま

び
こ

学
園

8
0
3
-
0
1
8
4

 北
九

州
市

小
倉

南
区

大
字

木
下

6
0
8

 (
社

福
)杏

和
会

1
0
0

H
2
6
. 

7
. 

1
(0

9
3
) 

4
5
1
-
6
2
6
2

(0
9
3
) 

4
5
1
-
5
5
4
8

（
独

）
福

岡
東

医
療

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

※
指

定
発

達
支

援
医

療
機

関
8
1
1
-
3
1
1
3

 古
賀

市
千

鳥
1
-
1
-
1

 独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

1
2
0

S
4
5
. 

4
. 

1
(0

9
2
) 

9
4
3
-
2
3
3
1

(0
9
2
) 

9
4
3
-
8
7
7
5

（
独

）
大

牟
田

病
院

※
指

定
発

達
支

援
医

療
機

関
8
3
7
-
0
9
1
1

 大
牟

田
市

大
字

橘
1
0
4
4
-
1

 独
立

行
政

法
人

国
立
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院

機
構

8
0

S
5
0
. 

4
. 

1
(0

9
4
4
) 

5
8
-
1
1
2
2

(0
9
4
4
) 

5
8
-
6
8
0
4

（
独

）
福

岡
病

院
※

指
定

発
達

支
援

医
療

機
関

8
1
1
-
1
3
9
4

 福
岡

市
南

区
屋

形
原

4
-
3
9
-
1

 独
立
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政
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国
立

病
院

機
構

1
5

S
4
4
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4
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-
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岡
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津
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1
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社

福
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0

R
1
. 
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2
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発
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園
8
3
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 大
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5

 (
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福
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園
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0
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4
1
. 

5
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(0
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4
4
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(0
9
4
4
) 

4
1
-
1
1
1
0

ひ
ば

り
園

8
3
0
-
0
0
5
2

 久
留

米
市

上
津

町
向

野
2
2
2
8
-
1
0
4
3

 (
社

福
)久

留
米

福
祉

会
2
5

S
5
6
. 

6
. 

1
(0

9
4
2
) 

2
1
-
1
9
3
2

(0
9
4
2
) 

2
1
-
1
9
3
2

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

　
コ

ア
ラ

園
8
3
9
-
1
2
1
6

 久
留

米
市

田
主

丸
町

中
尾

1
2
7
4
-
2

 (
社

福
)ゆ

う
か

り
学

園
2
0

S
6
0
. 

4
. 

1
(0

9
4
3
) 

7
3
-
2
9
7
9

(0
9
4
3
) 

7
3
-
2
9
7
9

ま
ど

か
園

8
2
0
-
0
0
5
1

 飯
塚

市
大

字
庄

司
1
1
4
3
-
5

 (
社

福
)穂

波
学

園
3
0

S
5
2
. 

4
. 

1
(0

9
4
8
) 

2
2
-
3
0
2
2

(0
9
4
8
) 

2
4
-
0
1
4
2

こ
ど

も
発

達
療

育
セ

ン
タ

ー
　

テ
コ

テ
コ

8
2
0
-
1
1
1
4

 飯
塚

市
口

原
1
0
6
1
-
6

 (
特

非
)嘉

飯
山

ネ
ッ

ト
B

A
S
A

R
A

1
0

R
3
. 

4
. 

1
(0

9
4
9
）
6
6
-
8
2
7
6

(0
9
4
9
）
6
6
-
8
2
8
0

子
ど

も
総

合
セ

ン
タ

ー
行

橋
8
2
4
-
0
0
2
6

 行
橋

市
道

場
寺

1
7
3
0
-
1

 (
社

福
)山

の
子

会
2
0

S
5
0
.1

0
.2

3
(0

9
3
0
) 

2
5
-
5
3
4
3

(0
9
3
0
) 

2
5
-
5
3
4
2

恵
光

園
こ

ど
も

の
家

8
2
8
-
0
0
6
4

 豊
前

市
大

西
1
1
8
8
-
1
1

 (
社

福
)恵

光
園

3
0

S
5
6
. 

4
. 

1
(0

9
7
9
) 

8
2
-
4
4
7
3

(0
9
7
9
) 

8
2
-
9
3
1
9

は
ぐ

8
3
8
-
0
1
4
2

 小
郡

市
大

板
井

字
井

尻
1
1
4
3
-
1

 (
社

福
)こ

ぐ
ま

福
祉

会
2
0

S
5
7
. 

5
. 

1
(0

9
4
2
) 

7
2
-
7
2
2
1

(0
9
4
2
) 

7
2
-
7
2
2
2

ゆ
う

8
3
8
-
0
1
4
2

 小
郡

市
大

板
井

字
井

尻
1
1
4
3
-
1

 (
社

福
)こ

ぐ
ま

福
祉

会
3
0

H
1
5
. 

4
. 

1
(0

9
4
2
) 

7
2
-
7
2
2
1

(0
9
4
2
) 

7
2
-
7
2
2
2

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

　
す

み
れ

園
8
1
8
-
0
1
3
4

 太
宰

府
市

大
字

大
佐

野
4
2
-
1

 (
社

福
)宰

府
福

祉
会

3
5

H
1
6
. 

4
. 

1
(0

9
2
) 

9
2
5
-
4
6
8
1

(0
9
2
) 

9
2
5
-
4
4
6
4

子
ど

も
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
　

い
っ

ぽ
8
0
9
-
0
0
2
5

 中
間

市
深

坂
一

丁
目

1
4
-
1

 （
特

非
）
子

ど
も

の
発

達
支

援
を

考
え

る
会

一
歩

3
0

H
2
4
. 

8
. 

1
(0

9
3
) 

7
0
1
-
9
1
1
8

(0
9
3
) 

7
0
1
-
9
1
1
8

福
津

子
ど

も
発

達
セ

ン
タ

ー
・
さ

く
ら

館
8
1
1
-
3
2
1
2

 福
津

市
福

間
南

3
-
5
-
8

 (
社

福
)玄

洋
会

1
6

H
2
6
. 

4
. 

1
(0

9
4
0
) 

4
2
-
1
2
3
5

(0
9
4
0
) 

4
2
-
1
2
3
6

糟
屋

子
ど

も
発

達
セ

ン
タ

ー
・
さ

く
ら

保
育

園
8
1
1
-
2
4
1
3

 糟
屋

郡
篠

栗
町

大
字

尾
仲

1
1
0
0
-
3

 (
社

福
)玄

洋
会

2
4

H
2
4
.1

0
.1

(0
9
2
) 

9
4
8
-
4
4
6
8

(0
9
2
) 

9
4
8
-
4
4
6
7

P
o
w
er

fu
l 
K

id
s　

こ
ど

も
発

達
セ

ン
タ

ー
8
1
1
-
2
2
0
2

 糟
屋

郡
志

免
町

大
字

志
免

4
5
1
-
1

 (
社

福
)柚

の
木

福
祉

会
1
0

H
2
5
. 

1
. 

1
(0

9
2
) 

9
5
7
-
7
1
5
0

(0
9
2
) 

9
5
7
-
7
1
4
0

福
岡

療
育

支
援

セ
ン

タ
ー

 い
ち

ば
ん

星
新

宮
8
1
1
-
0
1
2
3

 糟
屋

郡
新

宮
町

上
府

北
2
-
1
4
-
8

 （
有

）
ポ

ラ
リ
ス

2
4

H
2
6
. 

1
. 

1
(0

9
2
) 

6
9
2
-
8
3
1
4

(0
9
2
) 

9
6
3
-
4
3
1
2

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

　
き

ら
り

8
2
2
-
1
1
0
1

 田
川

郡
福

智
町

赤
池

2
4
0
-
4

 (
社

福
)豊

徳
会

2
8

H
2
4
. 

5
. 

1
(0

9
4
7
) 

2
8
-
5
5
1
2

(0
9
4
7
) 

2
8
-
5
5
1
3

-50-
— 50 —



施
　

　
　

設
　

　
　

名
郵

便
番

号
所

　
　

　
在

　
　

　
地

経
　

営
　

主
　

体
定

員
施

設
認

可
年

月
日

電
話

番
号

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

く
す

の
き

8
1
1
-
4
2
3
9

 遠
賀

郡
岡

垣
町

野
間

南
4
-
7

 (
社

福
）
日

本
傷

痍
者

更
正

会
2
5

H
2
7
. 

4
. 

1
(0

9
3
) 

2
8
1
-
5
5
1
0

(0
9
3
) 

2
8
1
-
5
5
6
5

引
野

ひ
ま

わ
り

学
園

8
0
6
-
0
0
5
7

 北
九

州
市

八
幡

西
区

鉄
王

1
-
1
1
-
3
0

 (
社

福
)北

九
州

市
福

祉
事

業
団

5
0

S
4
5
. 

4
. 

1
(0

9
3
) 

6
2
1
-
0
0
1
5

(0
9
3
) 

6
2
1
-
0
0
3
5

北
九

州
市

立
若

松
ひ

ま
わ

り
学

園
8
0
8
-
0
0
1
6

 北
九

州
市

若
松

区
原

町
1
2
-
3
4

 (
社

福
)北

九
州

市
福

祉
事

業
団

3
0

S
5
1
.1

0
. 

1
(0

9
3
) 

7
5
1
-
2
7
1
9

(0
9
3
) 

7
5
1
-
2
7
6
1

北
九

州
市

立
到

津
ひ

ま
わ

り
学

園
8
0
3
-
0
8
4
6

 北
九

州
市

小
倉

北
区

下
到

津
1
-
8
-
8

 (
社

福
)北

九
州

市
福

祉
事

業
団

5
0

S
5
4
. 

4
. 

1
(0

9
3
) 

5
9
2
-
4
7
3
9

(0
9
3
) 

5
9
2
-
4
7
4
0

北
九

州
市

立
総

合
療

育
セ

ン
タ

ー
に

こ
に

こ
通

園
8
0
2
-
0
8
0
3

 北
九

州
市

小
倉

南
区

春
ヶ

丘
1
0
番

4
号

 (
社

福
)北

九
州

市
福

祉
事

業
団

4
0

S
5
4
. 

4
. 

1
(0

9
3
) 

9
2
2
-
5
5
9
6

(0
9
3
) 

9
5
2
-
2
7
1
3

北
九

州
市

立
総

合
療

育
セ

ン
タ

ー
　

西
部

分
所

　
き

ら
き

ら
通

園
8
0
6
-
0
0
6
6

 北
九

州
市

八
幡

西
区

若
葉

一
丁

目
8
-
1

 (
社

福
)北

九
州

市
福

祉
事

業
団

4
0

H
2
8
.4

.1
(0

9
3
) 

6
3
2
-
3
6
0
0

(0
9
3
) 

6
3
2
-
3
6
3
6

あ
ゆ

み
ひ

ま
わ

り
学

園
8
0
0
-
0
2
4
2

 北
九

州
市

小
倉

南
区

津
田

1
丁

目
1
3
-
1
6

 (
社

福
)北

九
州

あ
ゆ

み
の

会
3
0

S
3
2
. 

7
. 

1
(0

9
3
) 

9
2
1
-
3
8
7
9

(0
9
3
) 

9
2
1
-
3
8
8
3

光
の

子
学

園
8
0
1
-
0
8
7
2

 北
九

州
市

門
司

区
谷

町
1
-
8
-
8

 (
社

福
)光

の
子

会
3
0

S
4
8
. 

4
. 

1
(0

9
3
) 

3
3
2
-
0
5
1
5

(0
9
3
) 

3
3
2
-
4
7
9
9

ゆ
た

か
学

園
8
1
4
-
0
1
5
5

 福
岡

市
城

南
区

大
字

東
油

山
1
6
1
-
2

 (
社

福
)明

徳
会

5
0

S
4
5
. 

3
. 

1
(0

9
2
) 

8
6
1
-
2
9
9
0

(0
9
2
) 

8
6
1
-
3
0
0
8

し
い

の
み

学
園

8
1
1
-
1
3
0
2

 福
岡

市
南

区
井

尻
1
-
3
7
-
1
2

 (
社

福
)し

い
の

み
学

園
3
0

S
5
3
. 

4
. 

1
(0

9
2
) 

5
7
2
-
7
5
1
9

(0
9
2
) 

5
7
2
-
7
5
1
9

福
岡

市
立

め
ば

え
学

園
8
1
2
-
0
8
9
7

 福
岡

市
博

多
区

半
道

橋
1
-
1
7
-
1

 (
社

福
)福

岡
市

社
会

福
祉

事
業

団
4
0

S
5
4
. 

5
. 

1
(0

9
2
) 

4
7
4
-
0
5
0
5

(0
9
2
) 

4
7
4
-
1
1
4
8

福
岡

市
立

心
身

障
が

い
福

祉
セ

ン
タ

ー
8
1
0
-
0
0
7
2

 福
岡

市
中

央
区

長
浜

1
-
2
-
8

 (
社

福
)福

岡
市

社
会

福
祉

事
業

団
1
0
0

S
5
4
. 

5
. 

1
(0

9
2
) 

7
2
1
-
1
6
1
1

(0
9
2
) 

7
1
2
-
5
9
1
8

福
岡

市
立

西
部

療
育

セ
ン

タ
ー

8
1
9
-
0
0
0
5

 福
岡

市
西

区
内

浜
1
丁

目
5
-
5
4

 (
社

福
)福

岡
市

社
会

福
祉

事
業

団
7
0

H
1
4
. 

4
. 

1
(0

9
2
) 

8
8
3
-
7
1
6
1

(0
9
2
) 

8
8
3
-
7
1
6
3

福
岡

市
立

東
部

療
育

セ
ン

タ
ー

8
1
3
-
0
0
2
5

 福
岡

市
東

区
青

葉
4
-
1
-
1

 (
社

福
)福

岡
市

社
会

福
祉

事
業

団
7
0

H
2
3
.4

.1
(0

9
2
) 

4
1
0
-
8
2
3
4

(0
9
2
) 

6
9
1
-
3
5
1
0

福
岡

市
立

南
部

療
育

セ
ン

タ
ー

8
1
2
-
0
8
8
7

 福
岡

市
博

多
区

三
筑

2
-
9
-
5

 (
社

福
)福

岡
市

社
会

福
祉

事
業

団
7
0

R
7
.4

.1
(0

9
2
) 

5
5
8
-
4
8
6
0

(0
9
2
) 

5
5
8
-
4
8
3
5

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

 ｊ
ｏ
ｙ
ひ

こ
ば

え
8
1
2
-
0
0
2
6

 福
岡

市
博

多
区

上
川

端
町

6
-
1
0

 (
社

福
)J

O
Y

明
日

へ
の

息
吹

3
0

H
1
7
. 

3
.3

1
(0

9
2
) 

2
7
1
-
1
5
8
8

(0
9
2
) 

2
7
1
-
1
5
8
7

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

　
こ

だ
ま

8
1
2
-
0
8
8
1

 福
岡

市
博

多
区

井
相

田
2
-
2
-
1
0

 (
社

福
)福

岡
障

害
者

支
援

セ
ン

タ
ー

3
0

H
2
7
. 

4
.1

(0
9
2
) 

5
5
8
-
1
9
5
7

(0
9
2
) 

5
5
8
-
1
9
5
8

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

　
こ

ど
も

の
森

8
2
0
-
1
1
1
3

 飯
塚

市
佐

與
字

尾
笹

1
4
8
9
-
2

 (
社

福
)佐

与
福

祉
会

1
5

H
2
8
.1

.1
(0

9
4
9
6
)2

-
3
3
5
5

(0
9
4
9
6
)2

-
3
3
5
4

八
女

総
合

療
育

館
8
3
4
-
1
2
2
1

 八
女

市
黒

木
町

今
5
4
8
-
2

 医
療

法
人

　
尚

惠
会

1
5

H
3
0
.1

.1
(0

9
4
3
)4

2
-
0
1
0
5

(0
9
4
3
)4

2
-
0
1
1
3

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

　
き

ら
り

直
方

8
2
2
-
0
0
0
1

 直
方

市
感

田
3
4
5
6
-
2

 (
社

福
)豊

徳
会

2
4

H
3
0
.4

.1
(0

9
4
9
)2

8
-
8
4
9
0

(0
9
4
9
)2

8
-
8
4
9
1

福
岡

東
子

ど
も

発
達

セ
ン

タ
ー

・
さ

く
ら

園
8
1
1
-
0
2
0
6

 福
岡

市
東

区
雁

の
巣

1
-
6
-
1
0

 （
社

福
）
玄

洋
会

3
0

R
3
. 

4
. 

1
（
0
9
2
）
6
9
2
-
5
9
8
7

（
0
9
2
）
6
9
2
-
5
9
8
8

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

　
ひ

び
お

8
1
8
-
0
1
2
2

 太
宰

府
市

高
雄

1
-
3
6
7
8
-
4

 （
株

）
ひ

び
お

1
5

R
2
. 

1
0
. 

1
（
0
9
2
）
9
2
1
-
2
9
2
1

（
0
9
2
）
9
2
1
-
2
9
1
2

ぶ
ど

う
の

樹
未

来
塾

8
3
3
-
0
0
5
6

 筑
後

市
久

富
6
6
7
-
3

 医
療

法
人

　
城

戸
医

院
1
8

R
3
. 

4
. 

1
(0

9
4
2
)6

5
-
5
3
3
6

(0
9
4
2
)4

2
-
1
6
0
3

大
地

の
子

8
2
4
-
0
0
0
1

福
岡

県
行

橋
市

行
事

三
丁

目
1
1
番

１
６

号
 学

校
法

人
　

城
戸

学
園

3
0

R
3
. 

5
. 

1
(0

9
3
0
)2

4
-
4
5
9
3

(0
9
3
0
)2

2
-
3
3
9
2

　
児

童
自

立
支

援
施

設

福
 岡

 学
 園

8
1
1
-
1
2
4
1

 那
珂

川
市

大
字

後
野

2
7
9
-
2

 福
岡

県
6
0

S
2
3
. 

1
. 

1
(0

9
2
) 
9
5
2
-
2
6
2
1
 

(0
9
2
) 

9
5
2
-
2
6
2
2

-51-
— 51 —



　
児

童
家

庭
支

援
セ
ン
タ
ー

施
　

　
　

設
　

　
　

名
郵

便
番

号
所

　
　

　
在

　
　

　
地

経
　

営
　

主
　

体
定

員
施

設
認

可
年

月
日

電
話

番
号

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
あ

ま
ぎ

や
ま

8
3
7
-
0
9
0
5

 大
牟

田
市

大
字

甘
木

1
1
5
8

 （
社

福
）
甘

木
山

学
園

－
H

1
４

. 
４

. 
1

(0
9
4
4
) 

5
8
-
6
6
3
6

(0
9
4
4
) 

5
8
-
6
6
6
2

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
風

と
虹

8
3
3
-
0
0
3
4

 筑
後

市
大

字
下

北
島

２
１

０
 （

社
福

）
風

と
虹

－
R
4
.1

0
.1

（
0
9
4
2
）
5
3
-
2
8
7
8

(0
9
4
2
)5

3
-
2
8
7
9

双
葉

学
園

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

8
0
3
-
0
2
7
3

 北
九

州
市

小
倉

南
区

長
行

東
3
-
1
3
-
2
8

 （
社

福
）
双

葉
会

－
H

1
2
. 

6
. 

1
(0

9
3
) 

4
5
1
-
2
8
0
0

(0
9
3
) 

4
5
1
-
2
2
8
5

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

　
Ａ

ｌｂ
ａ

8
0
8
-
0
1
4
3

 北
九

州
市

若
松

区
青

葉
台

西
６

-
1
-
4

 （
社

福
）
高

塔
会

－
R
5
.4

.1
(0

9
3
) 

7
0
1
-
8
0
3
3

－

福
岡

市
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

S
O

S
子

ど
も

の
村

8
1
0
-
0
0
4
2

 福
岡

市
中

央
区

赤
坂

1
-
3
-
1
4

 ブ
ラ

ン
シ

ェ
赤

坂
３

F
 （

特
非

）
 S

O
S
子

ど
も

の
村

  
JA

P
A

N
－

  
H

2
5
. 

5
. 

1
(0

9
2
) 

7
3
7
-
8
6
5
6

－

福
岡

市
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

は
ぐ

は
ぐ

 8
1
1
-
1
3
6
2

 福
岡

市
南

区
長

住
3
-
2
-
6

 労
働

者
協

同
組

合
 ワ

ー
カ

ー
ズ

コ
ー

プ
・
セ

ン
タ

ー
事

業
団

－
  

H
2
7
. 

7
. 

1
(0

9
2
) 

4
0
8
-
1
9
8
5

－

福
岡

市
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

ち
あ

ふ
る

8
1
2
-
0
0
6
1

 福
岡

市
東

区
筥

松
2
-
2
7
-
3
3

 労
働

者
協

同
組

合
 ワ

ー
カ

ー
ズ

コ
ー

プ
・
セ

ン
タ

ー
事

業
団

－
  

R
3
. 

1
2
. 

1
(0

9
2
) 

6
1
2
-
2
0
2
0

－

福
岡

市
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

S
O

S
子

ど
も

の
村

西
部

8
1
9
-
0
0
0
2

 福
岡

市
西

区
姪

の
浜

3
-
2
7
-
1
1

 （
特

非
）
 S

O
S
子

ど
も

の
村

  
JA

P
A

N
－

 R
6
. 

1
1
. 

2
9

(0
9
2
) 

7
0
7
-
7
8
6
0

－

　
里

親
支

援
セ
ン
タ
ー

福
岡

市
里

親
支

援
セ

ン
タ

ー
ブ

ル
ー

ム
ウ

ェ
ル

8
1
0
-
0
0
7
3

 福
岡

市
中

央
区

舞
鶴

1
-
1
-
3

 （
特

非
）
キ

ー
ア

セ
ッ

ト
－

R
7
.4

.1
(0

9
2
) 
4
0
6
-
6
3
5
1
 

－

里
親

支
援

セ
ン

タ
ー

　
ウ

ェ
ル

ツ
リ
ー

8
1
0
-
0
0
7
3

 福
岡

市
中

央
区

舞
鶴

1
-
1
-
3

 （
特

非
）
キ

ー
ア

セ
ッ

ト
－

R
7
.4

.1
0
9
2
-
4
0
6
-
8
6
3
4

－

里
親

支
援

セ
ン

タ
ー

　
O

H
A

N
A

8
3
0
-
1
2
2
6

三
井

郡
大

刀
洗

町
大

字
山

隈
3
7
7

 （
社

福
）
慈

愛
会

－
R
7
.4

.1
0
9
4
2
-
7
7
-
3
3
8
8

－

里
親

支
援

セ
ン

タ
ー

　
そ

わ
か

8
2
0
-
0
2
0
1

嘉
麻

市
漆

生
5
8
7
-
6

 （
社

福
）
嘉

穂
郡

社
会

福
祉

協
会

－
R
7
.4

.1
0
9
4
8
-
4
2
-
1
0
5
2

－

里
親

支
援

セ
ン

タ
ー

　
リ
ン

ク
8
1
1
-
4
2
3
1

遠
賀

郡
岡

垣
町

海
老

津
3
-
8
-
1

 （
社

福
）
日

本
傷

痍
更

生
会

－
R
7
.4

.1
0
9
3
-
2
8
2
-
0
0
0
1

－

-52-

— 52 —





 

 

                                                                                  （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県行政資料 

 分類番号 

  ＨＢ 

 所属コード 

   ４６０３３１０ 

 登録年度 

   ７ 

 登録番号 

      １ 

                                                           この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 


